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目 次 とくに最高裁判所の「シャーマン 法」解釈 と ，それに 

1  はじめに 対する連邦行政部および 立法部の対応、 という緊張関係 

Ⅱ 巨大法人企業の 成立とアメリカ 独占禁止政策 のなかで， どのような形で 完成されていったかに 関す 

A. 合衆国における 1890 年代の「危機」 仕 ) る スクラ一の詳細な 研究を紹介し ァメリヵ 独占禁止 

B. 合衆国における 1890 年代の「危機」 斤 ) 政策の成立のアメリカ 資本主義発達史上に 占める位置 

C. 「市場関係」および「所有関係」の 変化と連邦 づけと，「革新主義政治」の 歴史的評価を 試みておき 

政府の「市場規制」 た い   

は ) 巨大法人企業の 成立と「市場規制」の 2 つの A. 連邦司法部における「シャーマン 法」解釈 

「対立型」の 台頭 スクラーは， Th. ローズヴェルト ， W. タフト， W   

(2) 資本主義市場の「新理論」 ウィルソン 3 代の大統領時代のアメリカ 政治の基本的 

(3) アメリカ資本主義の 発達と「所有権 」および 課題が ， 他でもなく 「トラスト問題」 (l,ust 

「契約の自由」に 関する法的理解の 変化 question)  の解決に集約されると 理解し「シャー マ 

m  「シャーマン 法」の制定とアメリカ 独占禁止政策 ン法」の制定から「連邦取引委員会 法 」および「クレ 

( 以上，前号 ) イトン 法 」の制定に至るアメリカ 独占禁止政策の 成立 

W  「革新主義政治」とアメリ ヵ 独占禁止政策 過程に問題を 絞り込んで，その 歴史的意義を 明らかに 

A. 連邦司法部における「シャーマン 法」解釈 しようとした．貿易政策，租税政策・ 産業政策，労働 

B. Th. ローズヴェルト 政権 およびタフト 政権 下の 政策，貨幣受信用政策等々，この 時期が南北戦争 二再 

独占禁止政策 建 期 に確立された ァメリヵ 経済政策の抜本的見直しの 

V  法人資本主義の 成立一一むすびにかえて   ( 以 時期に当っていたことを 強烈に意識しながら ， これら 

上本号 ) 政策転換の意義を 巨大法人企業の 成立および確立と 関 

M  「革新主義政治」とアメリカ 独占禁止政策 
連 づけて，体系的に 明らかにしょうと 試みたからに 他 

ならない   

前篇でわれわれは ，マーティン・ J . スクラ一の 近 ここでわれわれの 関心を惹 く 事柄は，第 1 に，いわ 

著 (T 万 e ㏄ゆり 撰招 Reco れ村 卍 rt.fn れ ダ A の e Ⅰ た a れ める「革新主義政治」が 一枚岩では決してなかったと 

Ca 戸ゎ召 心附 ) によりながら ，「シャーマン 法」の制定 いう事実であ る・そして第 2 に，共和党の 分裂，政界 

に 始まったアメリカ 独占禁止政策成立の 歴史的意義を 再編成を伴 う 「革新主義政治」の 複雑さの根本原因が ， 

探って来た．本稿ではこれを 受けて，独占禁止にかん 他でもなくこれら 3 代の大統領時代の ， 「シャーマン 

するアメリカの 法体系が， 1890 一 1914 年の連邦司法部， 法 」に対する連邦司法部， とくに最高裁判所の 解釈 と 
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のかかわりによって 惹き 起こされたものであ ったとい 

う事実であ る． 

スクラーは「革新主義政治」の 独占禁止政策に 関す 

る長大かつ詳細な 分析 ( 第 3 部， 179 一 430 ぺージ ) に 

先立ち，連邦司法部の「シャーマン 法」解釈の変遷に 

1 つの 章 (86 一 178 ぺージ ) を当て，周到にこの 問題 

に関する連邦司法部の 立場の変化を 跡づけた理由は ， 

まさにこの点にあ ったといってよい． したがって， わ 

れわれも， また，本論文後篇の 叙述を， この問題の整 

理から出発することにしたい． 
われわれは先にスクラ 一に よ りながら， 「シャーマ 

ン法」に関する 事件で，連邦司法部は ， 1890 年から 

1914 年までに， 「解釈」の基本的姿勢を 2 度転換させ 

ていた事実を 明らかにしておいた．第 1 は， United 

Stat 。 ， v. T, 、 ns.MssouriFreightAsscjzation 事件の判 

決 (1897 年 3  月 22 日 )  であ る．第 2  は， Standard  ぴ I 

v. United  States 事件および American  Tobacco  Co.v. 

United  States 事件の判決 (1911 年 5  月 )  であ る． 

第 1  の事件では，連邦最高裁判所は ， 「シャーマン 

法 」制定以来解釈の 基本原則となって 来た コ モン・ 

ロ ー 原則による解釈を 否定して， 「条理」 

(, 。 、 ， onabl 。 ), 「不条理」 (un, 。 、 ， f,nabl 。 ) を問わず企 

業の行なう「営業制限」のすべてを「シャーマン 法」 

違反にするという 字義通りの解釈 ( 「当然違法」 Cp 。 r 

seilleal コの 原則 ) を示した 1). これに対して 第 2 の 

両事件では，連邦最高裁判所は ， 第 1 の事件の判決以 

来確立して来た「当然違法」の 原則を否定し 再度 コ 

モン・ロ ー 原則の適用を 復活させて，いわゆる「条理 

の 原則」 (ruleofreason) を確立させたのであ った 2)   

したがって， スクラ一によれば ，「シャーマン 法」 

制定から「連邦取引委員会 法 」および「クレイトン 

法 」制定まで約 4 半世紀の連邦最高裁判所の「シャー 

マン 法 」解釈は ， 先にもみたように ，大きく次の 3 期 

において基本的に 異なっていたことになる． 第 1 期 

(1890 一 1897 年 ) は コ モン・ロ ー 原則に よ る解釈の時 

期，第 2 期 (1897 一 1911 年 ) は「当然違法」の 原則の 

適用の時期，そして 第 3 期 (]911 一 1914 年 ) は「条理 

の原則」適用の 時期であ る 3). 
読者は，第 2 期および第 3 期に相当する 時期が ，か 

のいわゆる「革新主義政治」の 時代とほぼ重なってい 

た事実を容易に 想起されるであ ろう． 

われわれは，ここで 19 世紀末から 20 世紀初めのアメ 

リカ独占禁止政策成立の 歴史的意義を 明らかにしてゆ 

くために， まず連邦司法部の「シャーマン 法」解釈の 

うち，次の 4 つの事件についていくらか 詳細に考察し 

ておきたい． 

第 1 は， United States v. Trans-Missouri Freight 

Associationetal. 事件であ る． この事件が，「条理」， 

「不条理」のいかんを 問わず，「シャーマン 法」を字義 

通り解釈してあ らゆる種類の「営業の 制限」を違法と 

判断し 「革新主義政治」の 独占禁止政策論争の 中心 

に置かれるようになった 事件であ ったからであ る． 

第 2 は， United States v. AmericanTobacco etal. 
事件および United States v. Standard Oil Co. of New 

Jerseyetal. 事件であ る・ この 2 つの事件が，「条理 

の原則」を確立し 「シャーマン 法」の コ モン・ロ ー 

原則を復活させた 劃期的事件であ り， 1912 年秋の Th. 

ローズヴェルト ， タフト， ウィルソン 3 者間で争われ 

た大統領選挙の 基本的争点形成と 深く結びついた 事件 

であ ったからであ る． 

第 3 は， アメリカン・シュガ 一社の成立とかかわる 

UnitedStatesv.E.C: KnightCompany 事件 ( いわゆ 

る 「ナイト事件」 ) であ る． この事件で，最高裁判所 

は，製造企業と 川除商業にかかわる 流通企業の区別， 

あ るいは生産と 商業の区別をなして ，前者を「シャー 

マン法」の適用件と 判断しナイト 社に無罪判決を 下 

したきわめて 重要な事件であ ったからであ る． 

第 4 は， Loewev.Lowlor 事件であ る． この事件が 

「シャーマン 法」の労働組合への 適用にかかわる 事件 

であ り， これを機に「シャーマン 法」の改正運動が 急 

速に盛上り，廃案とはなったが Th. ローズヴェルト 

主導の「 ヘ ヴァン法案」の 連邦議会への 提出 ( 後述 ) 

へ 結びついていった 事件であ ったからであ る． 

以下， これらの事件を 順次検討し事件のあ らまし 

と連邦司法部の 対応の経緯を 論述しながら ， 巨大法人 

企業と労働組合・ 農民団体の全国的な 活動に揺れる 当 

時の合衆国法曹界の 意見を整理しておきたり   

(l) Uni 捺 d S 仮稜 sv. Trans. Ⅶ s ㏄ uriFreigritAs 沖 ia- 

tionetal. ウ件 

この事件は， 元来， 「シャーマン 法」の コ モン・ 

ロ一原則に基づく 解釈が支配的であ った第 1 期に起っ 

た事件であ った． ミシシッピ 河 およびミズ ゥリ 一河 以 

酉の運輸事業に 携 る 15 鉄道会社。 ) が， 1889 年 3 月 15 日 

締結した運賃協定に 対して，司法省が「シャーマン 

法」違反の廉で ， 1892 年；ンザス 州 第 8 巡回裁判所に 
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提訴したのに 発端をもつ． 

スクラーはこの 事件を， 1 審， 2 審そして連邦最高 

裁判所における 最終審理に至るまで 克明に 跡 づけてい 

る 

1 審， 2 審では「シャーマン 法」の コ モン・ロ一康 

別 に基づく解釈にしたがって ，無罪の判決が 下された 

が，連邦最高裁判所の 審理では， 1 審， 2 審の判断が 

完全に覆えされ ，被告の有罪が 確定した． 

1 審では 1892 年 11 月 28 日， カンザス 州 第 8 巡回裁判 

所のジョン， A . ライナー判事 (Judge John A. 

風 ner) が大略次の 2 つの理由で被告に 無罪の判決を 

下した 5). 

第 1, 鉄道問題に関しては ，「川除商業法」が「シ 

ャーマン法」に 優先するが，その「川除商業法」では ， 

原告が要求している 無制限な競争は 決して強要されて 

いない． 
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ら ， この運賃協定もこれに 参加した個々の 鉄道も， な 

んら「シャーマン 法」違反の責を 負 う ものでない． 

ここでわれわれは ， スクラ一によって 引用されてい 

るライナー判事の 1 審の判決 丈 にも考慮しておく 必要 

があ る． ここには次のことが 書かれている． 

第 1 ににの契約は 不健全な競争を 阻止する範囲内 

に限定されたものであ り，同時に条理にかなった 定価 

で適切な諸施設を 公衆のために 提供するものであ り， 

個々の鉄道の 破滅を回避しょうという 目的だけに向け 
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目的のために 作られたものであ るから」「シャーマン 

法」の規定に 違反することがないこと 7). 
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のために公平に 便益を提供し 競争諸会社の 無制限な 

競争からこれまで 屡々起っていた 不公正かつ不当な 多 

くのおぞましい 結果を回避することで 公衆に対して 利 

益を与える」ものであ ったこと 8). 以上であ る   

この 1 審判決が「シャーマン 法」の コ モン・ロ一 原 

別 に基づく解釈の 一典型であ ったことが窺えよう． 

翌 1893 年 10 月 2 日， カンザス 州 第 8 巡回控訴裁判所 

では， 1 審の判決を不服として 控訴した原告に 対して， 

2 : 1 で 1 審の判決を支持した 9). ここでも裁判長 ウ 

ォ ルター・ H . サンボーン (WalterH. Sanborn) は， 

1 審の判決と同様に 川除商業に従事する 鉄道間の競争 

は完全に無制限であ るべきではないと 述べた上で， 

「営業の制限」および「独占化」に 関する英米両国の 

コ モン・ロ ー を整理して， これを「シャーマン 法」の 

解釈に適用した． 

だが，連邦最高裁判所は ， 5 : 4 で 1 審， 2 審の判 

決を覆えす逆転判決を 下した． 

1897 年 3 月 22 日連邦最高裁判所は ， R.W. ペックハ 

ム 田 ufusW. P 。 。 kham) 裁判長の書いた 判決 文で， 

「営業の制限」という 事実には「条理」，「不条理」を 

区別するものがなにもないという 判断を示し 「シ 

ャーマン法」は ，手続の点でも 実質的な点でも ，「営 

業の制限」および「独占化」に 関する コ モン・ ロ 一の 

原則を凌駕したものであ ると宣言した 10), 

その後この「当然違法」の 判断 ( 最高裁判所主席 判 

事 ジョン・ マーシャル・ハーラン (John Marshall 

Harlan コの 解釈であ ったことから「ハーラン 解釈」 

と呼ばれた ) は，「条理の 原則」の確立まで ，最高裁 

判 所の判決だけでなく ，下級裁判所の 判決にも決定的 

な影響を及ぼす 公式の尺度となった 川 ． 

われわれは， ここで，スクラーが 最高裁判所におけ 

るかかる判断が ，多数意見ではあ ってもけっして 全会 

一致のものでなかった 事実に注意ぶかく 注目している 

事実を見逃してはならない '2). 
1897 一 1911 年のこの時期，最高裁判所は「シャーマ 

ン法」の解釈をめぐって 大きく 2 派に分かれ，多数派 

で「シャーマン 法」の字義通りの 解釈を推進した 主席 

判事ジョン，マーシャル・ハーラン 派 '3) と， 「 - ンャ一 

マン 法 」の コ モン・ロ ー 原則を主張するエドワード・ 

D . ホワイト (Edward D.While) および 1902 年以降 

の オーリーバー・ ウェンデル・ホームズ ( ㎝ ver 

WendellHomes) 派 14) が相互に自己の 見解の正しさ 

を玉帳 して譲らず対立関係にはいっていたのであ っ 

た "). 連邦最高裁判所内に「シャーマン 法」の コ モ 

ン・ロ ー 原則解釈派が 1897 一 1911 年にも残存していた 

こと， そして， これが 1911 年の「条理の 原則」の確立 

に基本的条件を 提供したというスクラ 一の指摘に ，わ 

れわれは注目しておきたい． 

(2) S 毎 ndardoilCo. ofNewJer ㏄ yetal. v. U.S. ウ 

伴 および Ameri ㏄ nTo № ccoCo.etal. v. U.S. さ 作 

合衆国における 最初のトラスト 企業スタンダード・ 

オイル社が， オハイオ州最高裁判所の 判決によって ト 
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ラストを解消し 関連 20 社の利益共同体に 移ったのは 

1892 年であ り，同社がニュージャージー 州 会社法によ 

って持株会社として 再組織されたのは 1899 年であ った   

同社は，これによって ， 1880 年代はじめから 構築して 

来た，石油精製部門を 中軸に原油生産から 製品販売部 

門に至る垂直統合を 達成しそれぞれの 部門を職能 別 

組織によって 計画・管理・ 調整する基本的構造を 維持 

し以下にみる 1911 年の連邦最高裁判所判決で 企業分 

割に追い込まれるまで ，アメリカ精油業界で 君臨して 

来たことは，改めて 述べるまでもない 16). 

他方，アメリカン・タバコ 社は， 1878 年パートナー 

、 ンップ として出発し 1885 年に株式会社に 改組 し 順 

調に発達して 来た W. デューク & サンズ社を前身とし 

た 会社で， 1890 年 1 月，当時激しく 競争を繰り 展 げて 

いた 諸 他の同業企業のうち ，上位 4 社，すなわち ，ア 

レン & ギ ルタ一社，キンブル 社 ， キ ニー・タバコ 社 ， 

グ ドウィン 社 と合併しニュージャージー 州 会社法で 

事業会社アメリカン・タバコ 社 として再組織を 果した， 

授権 資本領 2,500 万ドル ( 普通株 1,500 万ドル， 8% 非 

累積優先株 1,000 株 ) の巨大法人企業であ った '")   

両者がアメリカ 独占禁止政策上特別に 重要な地位を 

もって来たのは ， 1911 年 5 月，相前後して ，連邦最高 

裁判所によって「シャーマン 法」違反の廉で 解体判決 

を受けたからであ った 18). 

だが，スクラ 一のここでの 関心は，のちに「ナイト 

事件」との関連でみるように ，両社がともに 巨大製造 

企業で，「通説」でいう「固い 結合」の企業であ った 

にもかかわらず ，連邦最高裁判所で 企業分割を命じら 

れたという事実そのものからではない．むしろ 両事件 

が ， 繰りかえし述べて 来た よう に ， 「シャーマン 法」 

の コ モン・ロ ー 原則解釈の復活，すなわち「条理の 原 

則 」の確立を劃期づけた 事件であ ったことによる ， 

スクラーは，両事件を 控訴審と上告審の 両方で詳細 

に取扱った． 

Ame,icanTobacco etal. v. U.S. 事件は， 1908 年 11 

月 7 日，ニューヨーク 州南部地区巡回控訴裁判所で 3 

: 1 の多数で「シャーマン 法」違反の有罪判決を 下さ 

れた・ StandardoilCo.ofN.J. etal.v.U.S, 事件は， 

1909 年 1U 月 20 日， ミズウリー 州 第 8 巡回控訴裁判所で ， 

同様の有罪の 判決を下された． 

スクラーが両事件の 控訴審判決に 注目しているのは ， 

両事件がいずれも ，第 1 に最高裁判所主席判事ハーラ 

ンに よ る解釈、 ( 以下「ハーラン 解釈」と呼ぶ ) 優位 時 

X  m  巻 第 4  号 (1993) 

ィ土 (1897 一 Ⅰ 911 年 ) に下された巡回控訴裁判所の 判決 

であ ったこと，そして 第 2 に，両車 ィ 牛を担当した 巡回 

控訴裁判所の 判事が，「アメリカン・タバコ 事ィ T 」の 

E.H. ラコ ウム (E. Henry Lacombe), W.C. ノイズ 

(WalterC.Noyes), A.C. コックス (AlfredC.Coxe), 

それに「スタンダード・オイル 事件」の， かつて 

U.S.v. Trans-Mssouri FreightAssociation et al. 事件 

の控訴審を担当した W.H. サンボーンが ，いずれも自 

己の法理論からすれば ，「シャーマン 法」の コ モン・ 

ロ ー 原則適用に賛成している 裁判官であ ったにもかか 

わらず，両事件では ，連邦最高裁判所における「ハー 

ラン解釈」をもはや 覆えすことのできない 事実だと受 

けとめて，「当然違法」の 観点から ( 「ハーラン解釈」 

に基づいて ) 両事件に「シャーマン 法」違反の有罪判 

決を下した事実にかかわっている 19). 

ここでスクラ 一の意識を強烈に 捉えたものは ，控訴 

審で「ハーラン 解釈」に基づいて 違法とされた 判決が， 

1911 年 5 月の上告審では ，「ハーラン 解釈」を否定し 

て「条理の原則」に 基づいて有罪の 判決を下されたと 

いう 事実の歴史的意義であ る "0). 

「条理の原則」確立後，連邦最高裁判所は ，「当然違 

法」の原則を 放棄したことは 改めて述べるまでもない   

そしていまや ， 「シャーマン 法」違反の基準として 浮 

かび上がったものは ，不条理な「営業の 制限」，「独占 

化」，「独占の 企て」であ り，それは次の 2 つの意味内 

容をもつものであ った． 

第 1 は競争者を排除し 損害を与え，破壊する 意図 

をもってなされる 不公正かつ圧制的な 方法であ る． 第 

2 は不当に，すなわち「公の 利益」を損うように 価格 

を高めるか引下げるか ，あ るいは不当に ，すなわち， 

「公の利益」を 損う よう に営業，流通あ るいは運送に 

影響を及ぼすようなビジネス 上の慣行， 目的あ るいは 

必要な効果であ る， 

「スタンダード・オイル 仕事件」の上告審では ，こ 

の「条理の原則」に 立って，控訴審で 違法とされた 根 

拠，すなわち ，同社の企業規模や 市場支配 力 を一切考 

慮せず，ただ 他社を排除し 他社を業界から 駆逐しよ 

ぅ としたその意図と 目的，そして 他社の「営業権 」を 

排除した事実そのものが 問い直されたし「アメリカ 

ン・タバコ仕事件」の 上告審では，「スタンダード・ 

オイル仕事件」の 判例を受けとめて ，その判決趣旨を 

再確認した上で ，確立された「条理の 原則」を一層 精 

級 に仕上げたのであ った． ここでも「公の 利益」の 侵 
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害 ，他社の「営業権 」の排除が基本的問題となったこ 

とは，改めて 述べるまでもない 21). 

この時期の「解釈」の 変更には，後段で 正面から取 

上げられるように ， Th. ローズヴェルトおよびタフト 

のような政界の 指導者や，巨大法人企業の 成立と確立 

を 展望する資本家だけでなく ，労働組合や 農業団体の 

指導者などの「ハーラン 解釈」に対する 反対が大きく 

寄与した． しかし， われわれは， これに加えて ， スク 

ラ一によって 重視されたタフト 大統領による 連邦最高 

裁判所主席判事の 補充人事 ( ハーラン派の M.W. フッ 

ラ ー (MelvilIeW. FulIe,J の死去に伴う 後任人事と 

して， コ モン・ロ ー 原則による「シャーマン 法」解釈 

の代表者， E.D. ホワイトが主席判事に 任命された ) 

の意義にも同様の 注意を払っておく 必要があ ろう 22,. 

(3) Un № dS 仮捷 sv.E.C.KnighhtCom 碑 ny 事件 

この「ナイト 事件」で主たる 被告となったアメリカ 

精糖会社 (AmerjcanSuCarRefiningCompany) は， 

1891 年 1 月 ニュージャージ 州 会社法で改組設立された 

企業であ った 23). 同社は 1880 年代初めから 頭角を現 

わしていたハブマイヤーズ & エルダ一社 

(Havemeyers& 団 der) を前身とした 企業であ ったが， 

その後， T887 年 10 月全国 23 社中 17 社の参加のもとで 設 

立 ， 発展して来たトラスト 形態の巨大精糖会社 

(Sugar Refineries Company) へ 発展， 同社が， ニ 

ューヨーク州で 違法とされたのを 機に再組織されたも 

のであ る． だが， この事件はその 改組と直接かかわる 

ものでかい． 1892 年 3 月 4 日に同社がさらに 資本金を 

7 。 500 万ドルに増資し ぺ ンシルヴェニア 州法で設立 

されフィラデルフィアで 操業していた 別の 4 精糖会社， 

E.C. ナイト 社 ; フランクリン 精糖社 (FranklinSuear 

Refining Co.) 。 スプレッ ケ ルス精糖社 (Spreckels 

Sugar finining Co.), デラウェア精糖社 (Delaware 

SugarHouse) を買収し アメリカ精糖業界で 独占体 

制を確立したこととかかわっていた ， 4). 

クリーヴランド 政権 の司法長官リチャード・オル 

ニー ( 円 chard ㎝ ney) は。 フィラデルフィア 第 3 巡 

回 控訴裁判所の 判決を不服として ，連邦最高裁判所に 

上告したのに 対し，同最高裁判所は ， 1895 年 1 月 21 田 

主席判事 M.W. フッ ラ一 (MeIv Ⅲ eW.Fuller@  の 半 旧夫 

によって，上告を 棄却したのであ った． 

ここで，われわれは ，第 1 に，同事件が 巨大法人企 

業の統合の事実にかかわって「シャーマン 法」違反の 

有無を問われた 最初の事件であ った事実に注目してお 

かねばならない． その意味は ， コ モン・ロ ー 原則に基 

づく 「シャーマン 法」解釈が支配的であ ったこの時期 

に   そして，事実，控訴審ではまさにその 理由で無 

罪判決が下されたのであ ったが 一 Ⅰ連邦最高裁判所 

の 最終審では， これとはまったく 別の，以下にみる 新 

しい論理構成で 上告の棄却がなされたからであ る． 

第 2 に注目しておかねばならないのは ，その論理構 

成が ， 「シャーマン 法」の解釈上その 後きわめてた い 

せつな意味をもっており ，かの「ハーラン 解釈」支配 

下の時期も，そのままの 形で引継がれて 行った事実で 

あ る． H.B. ソ一 レリ (HansB. Thorelli) の研究以来， 

T.C. コクラン， A.D. チャンドラⅠ Jr. などの経営史 

家が， とくに重視したこの 最高裁判所の 判決は，それ 

ではいったいどのような 論理構成で組立てられていた 

のだろうか．   スクラ一によれば ，最高裁判所主席 

判事フッラ ーは ，つぎの 2 つの論拠に基づいて 上告を 

棄却した 25) のであ った． 

第 1 は，合衆国憲法で 規定されているアメリカの 二 

重の法体系，すなわち ，製造業または 生産にかかわる 

諸州の法体系と 川除商業および 外国貿易にかんする 連 

邦の法体系の 二重構造であ る．第 2 は，伝統的な コ モ 

ン ・ ロ 一で規定されて 来た「営業」に 対する直接的 規 

制と間接的または 付随的規制との 区別であ る． 

この第 2 の区別は， スクラーが指摘しているよ う に ， 

決して理論的・ 抽象的原則に 基づいた区別ではない． 

むしろ合衆国の 歴史的・政治的状況， とくに南北戦争 

二 再建 期 以降に再確認された 連邦と何との 二重の法体 

系の存在，あ るいは政治と 憲法と コ モン・ ロ 一の相互 

的 絡み合いの存在を 前提としてなされた 区別であ った 

ことは， ここで繰返し 強調しておく 必要があ る・ 

フッラ ー はこの侵犯し 難い事実を尊重し この事実 

を踏まえた上で ，合衆国で慣行となって 来た「契約の 

自由」 (conlracturalliberty) を改めて見直しこれを 

いままで以上に 強力に保護しようとしたのであ っ 

た 26,, フッラ ー はこうした意図から「ナイト 事件」 

を。 それが製造業または 生産にかかわる 州の法体系に 

属する事件として 処理し連邦政府の 所管事項であ る 

川除商業および 外国貿易を直接制限する 行為ではなか 

ったとして上告を 棄却したのであ った 27). 

ここでスクラ 一の研究を通してわれわれが 確認して 

おかねばならなかった 事柄は，つぎの 3   占であ る．す 

なわち， 第 1 は，製造業または 生産にかんする 経済 行 
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為は ，合衆国では ，州の法体系にかかわる 事柄であ る 

こと， したがって，第 2 に，製造業または 生産の拡張 

にかかわる事業集中あ るいは企業統合は ，この種の事 

件で伝統的に 通用してきた コ モン・ロ ー 上の区別にし 

たがえば，「営業」の 直接の制限を 意味せず，間接的 
あ るいは附随的制限に 属する事柄であ ったこと． そし 

て第 3 に， アメリカ精糖社が E.C. ケント 社等 の 買 KX 

を果し現実に「砂糖トラスト」を 確立しながら ，連 

邦最高裁判所が「シャーマン 法」違反の判決を 下さな 

かったのは， まさに上にみた 2 つの事柄を確認、 しての 

ことであ ったこと，以上であ る． 

この事件に関してた い せつなのは，「シャーマン 法」 

の効力の範囲 と ，連邦議会の「通商権 限」の範囲が 明 

確に確認、 されたという 事実に他ならない 28). 

別言すれば， それは， 「合出国憲法上国内市場 

(nationalmarket) を管理しうるのは ，ただ国民国家 

(national state) だけであ る」という命題の 確認であ 

り，「川除商業または 外国貿易において 競争の制限を 

なしうるものがあ るとすれば，それは ，州政府でも 民 

間 企業でもなく 連邦政府だけであ る」という命題の 確 

認であ った 29). 
スクラーは， この事件の意義をこのように 解析しな 

がら，持株会社という「固い 結合」なるゆえにアメリ 

カ精糖社が「 - ンャ一 マン 法 」違反を問われ 々 ，アディ 

ストン鉄管・ 製鋼 社 (AddystonPjpe& Steel Co.) 

等が， 中小製造企業の「 ヵ ルテル型」の「緩かな 結 

合」ゆえに控訴審以降「シャーマン 法」違反を問われ 

たのだという 理由づけで， この事件の判決後急速に ， 

持株会社方式の 企業統合が推進されたのだと 説明し 

19 世紀末から 20 世紀初めのアメリカの 企業集中の原因 

を「シャーマン 法」の制定に 求めた経営史家の 通説を 

批判したのであ った " 。 ). 

フッラ ー 主席判事によって 与えられたこの 論理構成 

は ， 「ハーラン解釈」の 支配する第 2 期以降もそのま 

ま 存続したのであ った 31). ハーランはただ 1 人この 

判決に異議を 申し立てたが ， その彼でさえ ， フッ ラ 一 

の提示したかの 2 つの論拠には 基本的に承認を 与えた 

という 32). 

(4) Loewe 、 ． レ Mor 手杵 

「ダンベリー 帽子製造工事件」 (Danbury Hatter,s 

Case) とも呼ばれるこの 事件は，北米帽子工組合 

(United Hatters of No 「 th America) の会長マーティ 

ン ・ ロ ウラー (MartinLo Ⅵ or) を相手どり， コネテ 

ィカット州ダンベリ 一の帽子製造会社の 社長ディート 

リク・ローウェ ( Ⅱ etrichLoewe) が起こした，「シ 

ャーマン法」第 7 条にかかわる 損害賠償請求事件であ 

った 33). 

事件は，同帽子会社に 対してなされた 組合承認を求 

める闘争で，組合側の 用いた同社製毛皮帽子販売のボ 

イコット戦術に 対し会社側がとった 対抗手段として 

の 損害賠償請求訴訟であ った 露   

1908 年 2 月 3 日， 連邦最高裁判所の 主席判事， 

M.W. フッラ ーは ， 「シャーマン 法」 が資本の 
コンピネーション 

結 合に対してだけでなく ，農民および 労働者の 

結合にも適用されうるものだという ，いわば劃期的判 

断を示した上で ，同組合が，当該工場で 働く帽子製造 

エめ 雇用を管理しょうという 明白な意図をもって ，仕 

事場を労働組合に 組織化しようと 企てたものであ ると 

断じ，同事件に「シャーマン 法」違反の判決を 下し 

販売ボイコットによって 発生した損害 額の 3 倍に相当 

する約 25 万ドルの賠償支払を ，組合およびその 構成員 

に 命じたのであ った 35). 

この事件のもつ 意味は，第 1 は，それが労働組合の 

活動に関する 民事事件であ ったことであ る．第 2 に， 

最高裁判所によって 下された判決が ，かの「ハーラン 

解釈」に基づいてなされたものであ ること， したがっ 

て ，「条理」，「不条理」の 如何にかかわらず ，直接に 
「営業」を制限したことで 違法とされたことであ る． 

当時合衆国では ， アメリカ労働総同盟 (American 

F 。 derationofLabor: AFL) を中心に労働組合運動が 

活発化しつつあ った一方， これに対抗して ，全国製造 

業者協会 (National AsSociatjon of Manufacturers) 

も活動を先鋭化しつつあ った． 1900 年には AFL 加盟 

労働組合員は 80 万人を数えたに 過ぎなかったのに ， 

1905 年には一躍 1 ㏄万人となり ， さらに 1910 年には 200 

万人以上にもなっていた '6). これに対して 使用者側 

は ，従来労働者側 = 組合側によって ，組合加入の 有無 

を基準に決定されていた 労働者の雇用人事 ( いわゆる 

「クローズド・ショップ 制」 ) を，組合加入の 有無にか 

かわらず使用者側で 決定する「オープン・ショップ 

制 」 へ 積極的に移行させる 動きを強めていただけでは 

ない・プラック・リスト 制や ，労働者を強圧する 別種 

のさまざまな 方法を用いて 労働組合を圧迫した 他 ，黄 

犬契約， ロックアウト 制 ，裁判所のストライキ 差止め 

命令等の手段に 訴えて労働組合の 急速な発達に 対立す 
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る 動きを示していた． 

こうした状況のなかでなされた 連邦最高裁判所の 上 

記の判決は，後段でも 取上げられるように ， 「シャー 

マン法」の連邦司法部による 解釈， とくに「ハーラン 

解釈」の適否をめぐる 論争を全国的に 盛り上がらせる 

絶好のきっかけを 作ったと， スクラーは述べてい 
る 3 円 

以上， われわれは， 1890 一 1914 年の時期に連邦司法 

部で取上げられた「シャーマン 法」関係事件のうち ， 

解釈上とくに 重要な意味をもったと 考えられる 4 つの 

事件の概要をみて 来た． この項を閉じるに 際し以下 

スクラ一によりながら ， この時期の判決でとくに「 革 

新主義政治」の 動向を大きく 揺がしたかの「ハーラン 

解釈」の歴史的意義を 纏めておかねばならない． 

スクラーは， 1897 一 1911 年の連邦最高裁判所を 支配 

した多数 説 ( 「ハーラン解釈」 ) が「営業の制限」およ 

び「独占化」に 関する合衆国伝統の 法体系から著しく 

離脱したものであ ったことを示しながら ， この問題に 

関する コ モン・ロ ー 原則と「ハーラン 解釈」のちがい 

をつぎのように 要約した． 

「 ( ハーラン時代の コ 最高裁判所の 多数 説は ，川除 商 

業の面であ らわれる競争の 条理にかなった 諸制限が合 

法的とされた 伝統的法理論にかえて ，競争に対して 加 

えられる直接のいかなる 制限も違法だとする 理論を打 

ち出した・ ( ハーラン時代の コ 最高裁判所の 多数 説は ， 

競争の強制とは 区別される競争 権 と契約の自由を 支持 

しょうとした 伝統的法理論にかえて ，契約の自由と 対 

置される強制的競争の 理論を提出した． い ーラン時 

代の ) 最高裁判所は ，金儲けになる 金銭上の事業を 維 

持しようとして 市場を規制しようとする 資本家たちの 

板目のない試みに 対置して， いまや，必要ならば 資本 

家 たちの行動が 政府の規制によって 強制される，尼棚 

のない市場の ， 没 個性的な自然法則を 主張した」 38). 

( 引用文中 ( ) 内は楠 井 ) 

「ハーラン解釈」が 合衆国の伝統的法体系に 対して 

革命的であ ったと当時受けとられたのは ， この「 条 

理 」，「不条理」のいかんを 問わず，必要ならば 政府の 

規制力をも借りて 進められようとされた「強制的競争 

の原理」の提示にあ ったといっても 過言ではない． 

かくて「ハーラン 解釈」は， 当時巨大法人企業が 成 

立 ・確立しつつあ った合衆国の 企業活動に大きな 影響 

を 及ぼさざるを 得なかった． それは， かつて圧倒的に 

独立生産者から 構成されていた 時代の市場原理を ，必 

要ならば国家による 市場管理 力 によって「強制」しよ 

うとする方式であ ったからであ る． この方式が，建国 

以来の合衆国の 伝統的な法慣習，すなわち ， 「国家」 

は「社会」にしたがうというあ の 法 慣習を踏みにじり   

「社会」は「国家」にしたがうという 新しい法理論の 

提示であ ることは，改めて 述べるまでもないだろう． 

したがって， この「ハーラン 解釈」に対しては ，全 

国のすべての 社会層から批判が 集中することになった   

そして， この「解釈」に 異議を唱え ， 「シャーマン 法」 

の 即時改正 ( コ モン・ ロ 一の原則を明文化する 方向へ 

の改正 ) を要求する動きが 急速に盛り上がってくるよ 

うになったことは ，当然のことであ ったといってよい   

最終的にウィルソン 政権 下で「連邦取引委員会 法 」 

と「クレイトン 法」が制定され ， アメリカ独占禁止政 

策の方向が確定するまで ，「革新主義政治」がこの 問 

題にど う 取組んだか， われわれは，以下， この問題を 

検討してゆくことにしたり． 
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スクラーは議論に 先立って，その 著書，第 2 部の冒 

頭で， 問題の意味を 読者に理解させるために ， 19 世紀 

末から 20 世紀初めのアメリカ 政治の基本問題がどこに 

あ ったかを整理している． そして， スクラーは， それ 

が，他でもなく 「トラスト問題」に 集約されたこと ， 

そして， この「トラスト 問題」こそ，第 1 には，成 

立・確立しつつあ る巨大法人企業の 合衆国の市場およ 

び社会一般における 役割と地位に 関する評価の 問題で 

あ り， 第 2 には， この巨大法人企業の 規制に対する 連 

邦政府の権 限 ( 範囲と方法 ナ に関する問題であ ったこ 

とを明らかにした 39). 

スクラーは，当時合衆国では ， この問題をめぐって 

つぎの相反する 方向性をもった 2 つの問題が，相互に 

分ち難く交錯 し 展開していたこと ，そしてこのこと 

が ，この問題の 解決を複雑にしたばかりではない． こ 

の 問題に対する 評価でさまざまな 見解を生み出す 原因 

を作り出して 来たことを明らかにした． 

1 つは，巨大法人企業によってなされている 再編成 

は歴史的に不可避なことだと 受け取られてよいかとい 

う問題であ る． い ま 1 つは，現実に 進行しつつあ る巨 

大法人企業による 市場再編成に 合衆国の法律と 行政上 

の施策を適合させてゆくためには ， どのような措置を 
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とるのが最も 望ましいかと 問題であ った Ao). 
前者が「トラスト」批判の 立場から提出された 問題 

であ るのに対し後者が「トラスト」肯定の 立場から 

提供された問題であ ったことは疑いない． だが，批判 

者は，実際に 制定されて来る「法律」や 施行されて 来 

る 「行政上の施策」に 対応しているうちに ， いつの間 

にか後者の議論に 不可避的に引きずり 込まれていった 

し肯定者も批判者の 反対運動に遭遇しているうちに ， 

前者の議論に 知らず識らずのうちにのめり 込んでしま 

っていた． 

われわれは，すでに ，本論文前篇で 連邦議会が ，州 

レベルで展開した 論争や施策を 受けて， 1887 年に「川 

除商業法」を 制定し 1890 年に「シャーマン 法」を制 

定した経緯を 論述しておいた． そして， また，簡単な 

がら，本篇前半で ， その後 1890 一 1914 年のあ い だに， 

上記の問題を 最終的に判断する 権 限を委ねられた 連邦 

最高裁判所が ，「シャーマン 法」に関する 事件にどの 

ような判断を 示したかを，スクラ 一に よ りながら考察 

して来た． ここでの課題は ，行政部，そして 立法部が， 

この最高裁判所の 判断 ( とくに「ハーラン 解釈」 ) に 

対してどのように 対応・したかを 明らかにしてゆくこと 

であ る． 

(l) Th. ローズヴェルト 政権 の独占禁止政策 

マッキンリ一大統領の 不慮の死のあ と大統領に昇格 

した Th. ローズヴェルトの 2 期にわたる独占禁止政 

策は，株式会社 局 (Bureau ofCorporation) の設置 

(1903 年 ) と ，廃案となったが ，「シャーマン 法」の 改 

正 をめざした「 ヘ バン法案」 (HepburnBill) の立案 

(1907 一 1908 年 ) に大きくかかわるものであ った・ 

Th. ローズヴェルトの「トラスト 問題」に対する 立 

場は，スクラ 一によれば，時代や 状況によって 大きく 

変動した 41). 大統領任期中は ，前任者マッキンリー 
と 同様に ， 「シャーマン 法」の コ モン・ロ ー 原則によ 

る解釈を支持する 立場から，連邦最高裁判所によって 

示されれる「ハーラン 解釈」を批判し ， もしこのよう 

な「解釈」が 持続されるならば ，かかる「解釈」を 骨 

抜きにしてしまう 行政措置を別に 講じるか， さもなけ 

れば，かかる「解釈」自体を 成立させている「シャー 

マン法」の改正も 止むを得ないという 姿勢を貫き通し 

た @, 

前者が ， 新たに設置された 商 労務省 (D,p 、 ， tm 。 nt 

ofCommerceandLabor) の外局，株式会社局の 新設 

にかかわる事件であ り，後者が「 ヘ バン法案」の 立案 

であ った   

だが，スクラ 一によれば，連邦議会での「 ヘ バン 法 

案」の廃案 (1908 年 ), 連邦最高裁判所での「ハーラ 

ン解釈」の否定， すなわち「条理の 原則」の確立 

(1911 年 ) 後， ローズヴェルトの 独占禁止政策は ， タ 

フト政権 の独占禁止政策 ( 後述 ) との対抗上，急速に 

左寄りに大きく 変化し始め， W. タフト， Th. ローズ 

ヴェルト， W. ウィルソン 3 者によって争われた 1912 

年の大統領選挙時には ，連邦政府による 中小生産者の 

保護の観点から ，巨大法人企業の 企業活動に対する 政 

府規制を当然とする 国家主義者 (,tatist) 的性格を帯 
びるものになったという   

ここでは， 「トラスト問題」に 対して Th. ローズ ヴ 

エ ル ト を支えていた 基本的考え方と ，大統領在任中の 

上記 2 つの施策について 考察しておきたい． 

「トラスト問題」に 対する Th. ローズヴェルトの 基 

本的考え方は ，本論文前篇で 明らかにしておいたかれ 

のアドヴァイ ザ Ⅰハドリ， ジェンクス， コ ナント ら 

の 考え方や，かれの 同時代の支配的な 社会思想と同系 

列上に位置していた．すなわち ，かれは， 19 世紀末か 

ら 20 世紀初めにかけて 集中・合併によって 成立した巨 

大法人企業こそ ，生産と経営組織の 合理化を担い ，外 

国 貿易と海覚直接投資を 達成し さもなければ ，恐慌 

を不可避にし 物価水準を押し 下げ，国民経済を 撹乱 

に導き，社会的・ 政治的不安定を 惹 き 起こしかれない ， 

あ の社会的余剰を 合理的に処理し ぅ るに必要な社会的 

機構，すなわち 大規模企業 (Iarge-scaleent 。 ， p,ise) 

の 実現形態に他ならないと 考えて， これこそが， ァメ 

リヵ の近代文明の 発展を推進し 世界政策において 適 

切 な役割を果し ぅる 本質的構成要素だと 考えたのであ 

った 42)   

だからかれは ，企業の集中・ 合併の禁止が 巨大法人 

企業の成立を 禁止すること ， したがって， また，合衆 

国の近代社会としての 進歩的発展と 世界強国への 推 転 

を阻止することを 意味するものと 考えたのであ っ 

え -43) Ⅰ   

この Th. ローズヴェルトの 考え方こそ， 巨大法人 

企業の成立を 近代的経済発展の 不可避な所産だと 容認、 

する考え方に 他ならないことは ，改めて述べるまでも 

ない． 

それはまさに ，かの「ハーラン 解釈」を支えていた 

論拠，すなわち ，「集中された 経済力は，市場と 政治 

      一丁一一一 n   
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において自ら 意思決定をなしつつあ る市民 (self. 

dete, 而 ningc Ⅲ zen) の解体を意味し 個人を職階制 

組織に従属させ ，政府を特定の 利害に従属させうるか 

の巨大な政治権 力の生成を意味する」 ( 傍点は楠 井 ) 

ゆえに，民主政治そのものの 危機だとする 論拠 44, と 

真 向から 対侍 する考え方であ った． 

ここでスクラーは ， Th. ローズヴェルトがこうした 

考え方に立つことで ，民主政治そのものの 否定者とし 

て現われたのではないことに 注意を促している・ スク 

ラ一によれば ， Th. ローズヴェルトの 民主政治は ，過 

去の合衆国で 支配的であ った民主政治   国家権 力の 

分割 ( 三権 分立 ) と地方自治に 立脚するそれ -    では 

もちろんない． だが， それに 伐 って新しい型の 民主政 

治，すなわち ，いまや押し 留め難く登場するに 至った   
巨大法人企業の 巨大な経済力を ，民衆の総意によって   
決定される公の 政策 (publicpoIicy) に従属させよう 

とする新しい 型の民主政治   ナショナル・デモクラ 

ン一 (nat め nal  democracy)  を打ち出すものであ っ 

六 @45) @   

読者は， ここに Th. ローズヴェルトにおいて「国 

家」の意味と 役割が 19 世紀のそれと 大きく転換してい 

る事実に刮目しておかねばならない． 

それでは Th. ローズヴェルトの 最初の独占禁止政 

策，すなわち 株式会社局の 設置は い かなる意味を 担っ 

ていたのか． 一 
この機関は 1903 年に設置されたもので ，運輸業およ 

び鉄道業以外のアメリカ 産業活動全般を 監督する機関 

として新設された 商 労務省の外局で ，同省の管轄 下 に 

おかれた政府機関であ った． これはもともと 1898 年 6 

月 18 日に制定された 法律で設置された「産業問題調査 

委員会」 (Industrial Commission) の設立提案を 受け 

て， Th. ローズヴェルトが ， J.P. モルガン商会のジ 

ョージ・ W ソ て一キンス (GeorgeW.Perkins) の協力 

を得て設置したものであ る 46). 

株式会社局の 特徴は，連邦議会に 対してではなく 大 

統領に対して 報告義務をもち ，大統領の自由裁量によ 

って活動する 行政機関であ ったことであ る，そのもっ 

ともたいせつな 業務は，企業活動の 調査であ った・ こ 

れには召喚権 限 (Powerofsubpoena) が含まれたの 

で大統領は同局の 調査に基づいて 企業活動に関して 詳 

細な情報 り x 集を行なうことができ ， したがって， また 

企業活動に対して 新しい規制立法の 制定を勧告するこ 

ともできた 4". 

Th. ローズヴェルトは 自分の親しい 友人で法律顧問 

でもあ ったジェイムズ・ランドルフ・ガーフィールド 

(JamesRundolphGarfieId, オハイオ州出身 ) とハー 

バート・ノックス・スミス (Herbert Knox S ㎞ th, 

コネティカット 州出身 ) に同局の業務責任を 担当させ， 

自らの政策に 万全を期した．ガーフィールドは 創設か 

ら Th. ローズヴェルトによって 1907 年内務長官 

(secretaryofinner) に任命されるまで 同局コミッシ 

ョナー (com ㎡ ssionerofcorporation) を務めたし， 

スミスはガーフィールドのコミ ツ ショナ一時代にかれ 

の 副官 (deputy) を勤めたのち ， 1907 年 3 月から 

1912 年半ばまでコミショナ 一 となった 48). このガー 

フィールドおよびスミスこそ ， ともに，経済問題の 顧 

問であ った J.W. ジェンクス やコ ナントとともに ， Th. 

ローズヴェルトの「独占禁止政策」を 支え ， 「シャー 

マン法」の改正案として 連邦議会に提案されたかの 

「 ヘ バン法案」 (? ゑ遊 ) 起草の立役者となった 人物であ 

つ フ @i,@ @-   

株式会社局の 基本的立場は ，かの「ハーラン 解釈」 

に 対する全面的批判であ った 49,. したがって同局は ， 

株式会社の集中・ 合併そのものを 批判するのでなく ， 

それが「不条理」であ るばあ い にのみ「シャーマン 

法」の適用を 認めるという コ モン・ ロ 一の原則に従う 

ものであ った． これによって ， これまで司法省によっ 

て 直ちに行われていた「シャーマン 法」関係事件の 提 

訴に， ワン・クッションがおかれることになったこと 

はいうまでもない ， 明らかに連邦最高裁判所の「ハー 

ラン解釈」に 対する行政面からのチェックを 意味する   

これがこの時期 (1903 一 1907 年 ), 「よいトラスト」 

(goodtrust) と「悪いトラスト」 (badtrust) を区別 

した Th. ローズヴェルトの「独占禁止政策」に 他な 

らない． 

株式会社 居に ついて注目すべきは ， 同局が Th. 

ローズヴェルトの 意思を体してかれの 独占禁止政策を 

徹底させるため ，最終的に「 ヘ バン法案」起草に 帰結 

する立法活動の 準備をしたことであ る． そのなかで銘 

記すべきは，川除業務に 携 る 株式会社の同局への 登録 

制度 (,egi,t,ation ,ystem) や認可制度 (licence 

system) の提案であ り，あ るいはこれらと 結びつい 

た連邦株式会社制度 (federaIincorporationsystem) 

の提案であ った， 50)   

ところで注意しておかねばならないことは ， ここで 

いう「登録制度」または「認可制度」立法化提案の 意 



84  (346) 横浜経営研究 第 x  m  巻 第 4 号 (1993) 

味 であ る． スクラーは，株式会社局の 業務を詳細に 検 

討しながら， 同局が巨大法人企業についてつぎのよう 

な二面的な評価を 下していた事実を 発見している．す 

なわち，同局が ，一方で， Th. ローズヴェルトと 同様 

に，巨大法人企業の 存在を合衆国の 絶えざる経済成長 

の 不可欠の産物であ り，近代産業組織の 特徴的制度だ 

として肯定的に 評価しながら ，他方， これが一握りの 

極悪な個人   無責任で不正直で 不正な経営者   に 

よって悪用され ，乱用され，操作されていたというマ 

イナスの評価がこれであ る， 

巨大法人企業の 業務内容に関する 情報開示 

(di, 。 1o,u, 。 ) の義務づけを 前提とした「登録制度」ま 

たは「認可制度」の 立法化提案は ， このうち後者と 結 

びついた行政措置であ り，それは一部の 巨大法人企業 

責任者の反社会的行為と ，それによってもたらされて 

いる巨大法人企業に 対する社会的イメ ジ ，ダウンを防 

止するための 一つの有効な 方法として案出されたもの 

に 他 ならなかった 51). 

だが， Th. ローズヴェルトの 独占禁止政策はこの 段 

階 に留まらなかった．かれの 政策は，かれの 政策を実 

行する機関として 設置された株式会社局の 政策を超え 

て， したがって， ガーフィールドニスミス 等のアドヴ 

ァイ スや ，かれの政策の 支持母胎でもあ った全国市民 

連合 (NationaI CivicFederation, 以 TNCF と略記 ) 

52) の支配的見解を 超えて遥かに 進んでいった．それ 

は，スクラ一によれば ，連邦最高裁判所の「ハーラン 

解釈」の批判から 出発しながら ， いつの間にかこの 

「ハーラン解釈」に 立脚して独占禁止政策を 一層双進 

させる方向への 前進， すなわち川除取引を 行なう企業 

の 企業活動と資本化政策 (capitalization) に対する完 

全な監督権 を商労務長官に 賦与し可能なかぎり 司法 

的制約から解放された 行政機関の設置を 展望する連邦 

株式会社制度 (federalincorporationsystem) の政策 

であ った 53). 

Th. ローズヴェルトの 独占禁止政策の 第 2, 「 ヘ ヴ 

ァン法案」の 提出 (1908 年 3 月 21 日 ) は，以上みて 来 

たこのような 論理的脈絡において 説明されてくる ' 。 ), 

スクラーは「 ヘ ヴァン法案」の 提出とその意義を 分 

析するばあ いにも，「シャーマン 法」制定過程の 分析 
と 同様，豊富な 資料に基づいて 克明に 跡 づけた． 

かれの詳細な 分析で明らかにされたことの 第 Ⅰは， 

公式には法案策定にまったく 関与することのなかった 

ように装われた 同法案に対する Th. ローズヴェルト 

の 絶大な影響力であ った⑤． 

「ハーラン解釈」に 対する不満が NCF を中心に高 

まり， 1907 一 08 年に「シャーマン 法」改正の動きが 盤 

上がるなか " 。 ), これまで「ハーラン 解釈」に好意を 

抱き支持していた 労働組合および 農業団体までが ， か 

の Loewe v. Lawlor 事件 ( 「ダンベリー 帽子製造工事 

件」 ) の判決を通して ，「シャーマン 法」違反を問われ 

るに至った 時 ， これまでガーフィールドニスミスを 通 

して準備を重ね 機会を窺っていた Th. ローズヴェル 

トは，本格的に「シャーマン 法」改正に踏み 切ること 

になったのであ る． そして，かれは「シャーマン 法」 

改正に自らの 意思を大きく 投影させようとした 57). 
第 2 は， 第 1 の事柄とも密接にかかわるが ， 「 ヘ バ 

ン法案」の性格であ る． これは「 ヘ バン法案」が 最終 

的に連邦下院に 提出される 1908 年 3 月 21 日までの立法 

化の紐全曲折の 経緯にかかわるものであ る． 

最初の素案は ，同年 2 月末から 3 月初めまでに ， ま 

ずスミス ( ただちにジェンクスが 加わったので ， 同素 

案作成委員会は「ジェンクス 委員会」と呼ばれた ) を 

中心に政府原案として 起草されたものであ る． これは 

スミスの精力的な 調整作業を通して ， NCF の指導者 

( 会長の S, ロウ， G.W. パーキンス， F. リンデ・ステ 

、 ソ トソン ), 労働組合の指導者 (S. ゴンパース ), U.S. 

労働委員会のチャールズ・ P. ネイル (CharleS P. 

Neill) とのあ いだで基本的に 合意に達した 上 ， 閣議 

に諮られ作成されたものであ った 58). 
最初の素案の 性格は，スクラ 一によれば， Th. ロー 

ズヴェルトの 意思を最小限に 抑え， NCF と株式会社 

局の意思を最大限に 打ち出したもので ， 「ハーラン 解 

釈 」の否定 ( コ モン・ロ ー 原則の復活 ) と「登録制 

度」および「企業内容公開性」を「シャーマン 法」の 

文言に盛り込むというものであ った， 

したがって， この素案では ，「シャーマン 法」の規 

制対象を「不条理」にして「不公正」 な 「営業の制 

限 」あ るいは「独占化」の 有無のみに限定し 鉄道会 

社あ るいは巨大産業企業に 対して，営業内容その 他の 

情報を州 際 商業委員会，あ るいは株式会社 局へ 自発的 

に登録するよう 求めるものであ った．だから ，労働組 

合および農業団体，あ るいはその他非営利団体に 対し 
ては，登録の 要求はしたが「シャーマン 法」適用から 

除外されることになったし 鉄道会社にも ，川除商業 

委員会の管理下にあ るものとして「シャーマン 法」の 

適用から除覚された 59). 
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だが， この素案には 相次いで 2 つの修正案が 提示さ 

れた．第 1 は株式会社同コミッショナ ー および 商 労務 

長官の「登録請求権 」をもっと強化すべきだとする 修 

正案であ り，第 2 はこの第 1 の修正案をもう 一度原案 

の線まで戻せとする 修正案 ( 「ステットソン ニ モラヴ 

ェッツ案 」 ) であ った 60). 

スクラ一によれば ，議論がここまで 煮 つまった段階 

で， Th. ローズヴェルトは「 ヘ バン法案」の 起草過程 

に直接介入することになった ，かれは。 1908 年 3 月の 

最初の 3 週間に・ NCF 指導者，有力資本家，労働組 

合 指導者，農業団体幹部，そして 政府要人と精力的に 

協議を重ね， 商 労務長官 E. ルート (EIihuRoot) お 

よび司法長官 C.J. ボナパルト (Cha,lesJ.Bonapa,te), 

とくに自分の 見解と最も近かった 後者の意見を 全面的 

に 支持して「 ヘ バン法案」の 最終原案を完成させたの 

であ った 61). 

その基本的性格は ， スクラ一によれば ， 第 1 に，現 

行「シャーマン 法」 全 8 条の文言にはまったく 修正を 

加えずそのまま 残し改正すべき 点は ， 新たに追加 規 

走 する条文に盛り 込むというものであ り，第 2 に，改 

正の中心をなす 新規条文中決定的なものは ，すでに株 

式会社局の提案のなかでも 言及されて来た 企業内容の 

情報開示を基礎にした「登録制度」，「認可制度」の 制 

度化規定であ り， しかも， この管理を，株式会社居の 

提案よりも一層強化して ，大統領の直接権 限 - 「におく 

というものであ った． これは 州 経企業の認可も 取消も， 

最終的には大統領 1 人の裁定に委ねることを 意味して 

いた． 一言でいえば 最終原案は， Th. ローズヴェルト 

懸案の国家による 市場直接指導を 展望する「川除取引 

に携る 企業認可法案」 (sthctlicenceb Ⅲ providingfor 

sl,ingentstatedjrectionofthemarket) の性格をもつ 

ものであ ったといえる． 

現行「シャーマン 法」の文言をそのまま 残したのは， 

最高裁判所の「ハーラン 解釈」の温存を 前提とするも 

のであ った．そこには ，次のような「読み」があ った   

すなわち， 「条理」および「公正」の 有無にかかわら 

ず連邦最高裁判所が「ハーラン 解釈」にしたがって 事 

件を処理すれば ， 巨大法人企業は 司法省その他の 提訴 

があ れば自動的に「シャーマン 法」違反の判決を 受け 

ることになる． だから， もし逃げ道があ るとずれば・ 

監督官庁 ( 株式会社 局 ) に対して，企業内容を 開示し 

た所定の書類を 提出し 当該企業の登録をなし 同監 

督官庁の審査を 受け， 同企業が「条理」または「 公 

正 」 な 手続で成立しかつ 営業を続けている 企業であ る 

認可を得る以外に 方法はない．一一 

したがって「 ヘ バン法案」に 盛り込まれた「登録制 

度」は，表面上は 自発性を尊重することを 調 ってはい 

ても，登録審査を 受けない企業は 司法省からの 提訴に 

よって連邦最高裁判所で「ハーラン 解釈」で違法とさ 

れるので上記のような 逃げ道しかなく ，実質的には 

「強制」と同じ 意味をもつものとなる． 川除取引を行 

なうすべての 企業が・「企業内容の 公開」，「登録制度」， 

「認可制度」に 服するということになれば ， そのこと 

は ，国家による 市場の直接的指導の 実現以外の何物で 

もない 62)   

スクラーは「 ヘ バン法案」の 意義をこのように 描き 

出したのであ った ， 

だからこそ「 ヘ バン法案」は ，公聴会での 意見聴取 

でも，新聞等ジャーナリズムを 通してでも，殆どすべ 

ての利害関係者の 反対に遭遇し 付託された下院司法 

委員会で審議未了のまま 廃案となってしまったのであ 

る 63). 反対理由は，同法案のあ まりにも「ドラス テ 

ノック」で「極端な」性格，すなわち 建国以来のアメ 

リカの伝統的法体系を 崩してしまいかれない 川除商業   
に対する規制権 限の，異常なくらいの 連邦行政部への 

集中と，市場に 対する木曽有の 国家管理の強化に 対す 

る反対であ った． 

ここでわれわれは ， スクラーが「 ヘ バン法案」の 提 

出とその廃案の 歴史 白り 意義をつぎのように 総括してい 

ることに刮目しておきたい． 

「 ヘ バン法案の拒否は ， ローズヴェルト 政権 の市場 

規制の努力を 終焉させるものであ った．同法案は。 管 

理 された市場に 対して，法秩序を 調整させようとする 

立法活動に新たな 局面を開くものであ った． 同法案は， 

それ自体，国家主義的手段に 頼ることで， ( 市場を J 

調整しようとする 一計画を示していた                     しかし， 

当時の合衆国のような 資本主義社会では                   かかる 

政府の権 限は，国家が 社会に従属するという 伝統的な 

，ぽ 行を逆転させ ， 国家を社会の 支配者たらしめること 

を 含意するものであ った                     したがって ，ヘ バン 

法案 ( の廃棄 ) は， ただローズヴェルト 政権 の市場規 

制の発意を終焉させただけではない．市場の 管理にお 

ける国家の役割に 関する議論を 前面に幅広くひきずり 

出す機縁を与えた                     」 6 。 ， ． ( コは 柄井 
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(2) タフト政権 下の独占禁止政策 

「トラスト問題」に 関するウィリアム・ハウプー 

ド・タフト (WilliamHowardTa 的の見解は，前任 

者 Th. ローズヴェルトのそれと ， どこまで一致し ， 

どの点で異なっていたのか ，   連邦最高裁判所によ 

る 「シャーマン 法」の「ハーラン 解釈」が支配的であ 

り，かつ「 ヘ ヴァン法案」が 廃案となったいま ， タフ 

ト政権 の独占禁止政策を 検討しながら ， スクラーはこ 

のような問題を 提示している．要約していえばつぎの 

通りであ る． 

Th. ローズヴェルトの 後継者であ ったタフトは ， と 

くに 4 年間の任期の 初期，「トラスト 問題」関して 前 

任者と極めて 類似した考え 方をもっていた． 

第 1 に「トラスト 問題」を巨大法人企業の 成立と関 

連 づけて歴史的に 規定し巨大法人企業の 台頭を近代 

の経済発展の 中から必然的に 生み出されて 来た企業形 

態で，世界の 経済大国としての 合衆国の役割にもっと 

も適合した形態のものだと 肯定していたこと ，第 2 に 

「営業の制限」および「独占化」なる 事実を「規模の 

大きさ」または「競争の 制限」それ自体と 同一視する 

ことなく， 「不公正な諸慣行」および「公の 利益」の 

違反と結びつけて ，そのかぎりで 理解していたこと ， 

第 3 に法との調和， とくに法律を 執行することの 絶対 

的必要性を信じていたこと ，第 4 に，株式会社の 集 

中 ・合併と「条理」にかなった「営業の 制限」を認め 

る一方，巨大法人企業の 不公正な諸慣行に 対しては行 

政 的監督をも辞さないという Th. ローズヴェルト 政 

権 の政策を，一時的に 擁護したことであ る ")   

だが任期が進むにつれて 前任者とのあ いだで決定的 

に対立関係に 入らざるを得ない 譲るべからざる 相違点 

も ，同時に持ち 合わせていた．それは ，政府と法に 対 

する考え方の ・・・・・ 相違であ った 66)   

タフトは市場関係を 調整しようとする ， そして， 

1912 年大統領選挙中に 一層強められたよ う に，「機会 

の均等」を促進しようとする「積極的な 政府」の存在 

を肯定した． しかしかれは ， Th. ローズヴェルトと 

ちがって，政府による「管理された 市場」の構想にも ， 

私的所有権 を著しく修正または 制限しかれない 程度の 

規制にも賛成できなかった． 
タフトにとって「所有権 」は人間の基本的権 利その 

ものであ った・だから ，それは，それ 以上にたいせつ 

だと主張され 始めていた「人権 」 (humanriehts) と 

決して抵触するものでもなく ， ましてやそれに 劣るも 

のとは考えられなかったのであ る． 

法律家出身のタフトは ，法 こそが近代社会にとって 

その秩序を維持する 上に必要不可欠なものだと 考えて 

いた．かれは ，時に懇意 的 振舞をする生身の 人間の支 

配に疑問をもっていた．したがって ，かれは，法律が 

人間の生活， したがってまた ，福祉を拘束するように 

なったばあ いには，法律そのものを 正規の手続で 改正 

すべきだと考えていた． この観点から 行政的措置をも 

って裁判所の 判決を覆そうとする Th. ローズヴェル 

トの政策を批判し それを， いたずらに行政権 の集 

中 ・強化をもた・らし 物事の是非を 行政官庁を掌握す 

る生身の行政官の 窓 意 的判断に委ねるばかりか ，合衆 

国憲法の精神 ( 連邦権 力の分割と地方自治の 精神 ) を 

骨抜きにする 行為だと考えるよ う になっていた   

しかし両者の 考え方を決定的に 岐 けたものは， ス 

クラ一によれば ，社会主義思想に 対する対応のちがい 

であ った． Th. ローズヴェルトは ， 当時合衆国でも 勢 

力 をもち始めていた 社会主義者との 対話，あ るいは 社 

会主義思想との 対話を進んで 受け入れる立場に 立った 

が， タフトはこれを 終始一貫して 拒否した，前者を リ 

ベラル，後者をコンサ ヴァ ティヴ と 分つ後世史家の 評 

価は， ここから生み 出されたものであ ったといってよ 

レ Ⅰ   

いずれにせよ ，上記の相違がタフト 政権 の政策を前 

仁者の政策と 大きく区別させてゆく 決定的原因となっ 

たのであ った． 

以上検討した 両者の相違は ， 実際問題でつぎの 形で 

姿を現わした ，第 l は NCF との関係であ る． 

Th. ローズヴェルト 政権 が ， 個々的にみれば 見解の 

相違はあ ったものの， NCF と緊密な関係を 維持した 

のに対して， タフト政権 は最初から一定の 距離をおい 

六 @67) @   第 2 は株式会社局の 機能の縮小化であ る． Th   

ローズヴェルト 政権 が，あ れほど カ を注いで行政面か 

ら最高裁判所の「ハーラン 解釈」に対抗し ，同局の調 

査 に積極的に協力した 巨大法人企業を「条理」に 適っ 

た企業として「よいトラスト」と 認定して， これらを 

「シャーマン 法」違反の廉で 提訴するのを 差し控えた 

のに文すし タフト政権 は， むしろ司法長官を 通じて， 

アメリカ精糖会社， ジェネラル・エレクトリック 社， 

ミート・パッカ 一社等の巨大法人企業をつぎつぎに 提 

訴したばかりではない．共同して 運賃引上げの 動きを 

示した 「西部運賃協会」 (We,te,n F,eight 

Association) 加盟の大鉄道会社の 提訴を企てた． と 
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く にたいせつであ ったのは， Th. ローズヴェルト 政権 

時代，「よいトラスト」として 提訴を免れていた U.S. 

スティール 社と インターナショナル ，ハーヴ ュ スタ一 

社に対する提訴 (1911 年秋 ) であ る 68). 

第 3 は ， 先にも指摘しておいた 最高裁判所主席判事 

の後任人事であ る． この人事でタフトは ， 1910 年末 

「 ハ一 ラン解釈」の 大立物 M.w. フッ ラ 一の死去にと 

もない・ f ゑィ壬 として， コ モン・ ロ 一の原則にしたがっ 

て「シャーマン 法」の解釈を 一貫して進め「ハーラン 

解釈」を批判し 続けて来た E.D. ホワイトを主席判事 

に昇格させ，かの「条理の 原則」の確立を 導き出した   

そして， その後， タフトは，司法長官を 通じて巨大企 

業の提訴を急増させ ，「条理」の 有無，「公正」 か 否か 

の判断を， いっさい連邦司法部， とくに最高裁判所に 

委ねて， 「司法権 の独立」を回復することに 成功し 

た 69)   

このような政策が ， 主として NCF を中心とした ア 

メリカ財界人その 他に大きな不満をもたらしたことは ， 

改めて述べるまでもない． 1gm2 年の大統領選挙が 進む 

なか，多くの 財界人が別の 候補者に支持を       乗りかえよ 

うと考えるようになっていたとしても ， けだし当然で 

あ ったろう 70). 

タフト政権 下の独占禁止政策で 言及しておかねばな 

らないことは ， 「条理の原則」の 確立後におこった 新 

しい立法化の 動きであ った． 

第 1 は，「 h. ローズヴェルトおよび NCF 指導者を中 

心とする動きであ る 71). NCF は，会長 S. ロウの指導 

のもと， Th. ローズヴェルトと 関係の深いガーフィー 

ルド他を結集して ， 「トラスト問題」に 関する新委員 ム五       を作り，さらにロウおよびウィリア 

ムズ 他 ， 同委員会の外からも 経済学者のジェンクスお 

よびジョン・ベイツ・クラーク (JohnBates Oark) 

を招じて，起草小委員会を 設置して，連邦上院川除 商 

業 委員会と接触して「シャーマン 法」改正のための 新 

立法策定の準備にとりかかった． 親 委員会内部では ， 

当時の複雑な 政治情勢を反映して ，「 ヘ ヴァン法案」 

類似の法案に 賛成するものと ， 「ステットソン ニ モラ 

ヴェッ ツ案 」に沿った法案に 賛成する者と 意見が分岐 

したが，起草小委員会原案は ， まだこの段階にはロー 

ズヴェルト寄りの 前者であ った 721. 

第 2 は， こうした動きを 牽制するタフト 指導下の立 

法化の動きであ った． これは， 1914 年に成立する「 連 

邦 取引委員会 法 」の原型ともなったといえるくらい 酷 

  の 意義 n 下 ) ( 柄井 敏朗 ) (349)  87 

低 した性格をもった「川除取引委員会法案」の 起草準 

備であ る。 これは「企業内容の 公開」だけに 問題を限 

定した，穏健な 監督権 限を有する行政機関の 新設を展 

望 する立法化であ る 73). 

こうしてタフト 政権 末 ， 1912 年の国政選挙 ( 大統領 

選挙および上下両院選挙 ) が近づくにつれて ，合衆国 

では「トラスト 問題」をめぐる 世論の分裂は 深刻とな 

り， それに伴って 既成政党内部での 衝突も目立ち 始め 

た ．共和党内部ではタフトーラフォレット ( 「中西部」 

の革新主義者 ) -Th. ローズヴェルト 3 派の衝突があ 

り，民主党内部では ， 旧 ポピュリスト 派と「南部」派 

とウィルソン 派の対立があ った．加えて ，連邦議会内 

部では上院では 共和党，下院では 民主党が支配してお 

り ， どの法案が上 促 されても，成立する 見込みのない 

状態になっていたといってよい 74,. 

こうしたなかで ， 1912 年選挙で民主党 W. ウィルソ 

ンが大統領に 当選し民主党の 両院支配が実現した． 

ここでやっと ， 19 世紀末から懸案となっていた「トラ 

スト問題」に 最終結着がつけられる 条件が整えられた 

いえる．以下，スクラ 一によりながら ， ウィルソン政 

権 下の独占禁止政策について 整理し 「むすび」に 代 

えたいと思う． 

V  法人資本主義の 成立 

  むすびに代えて 一 
われわれは， これまで， スクラ一の近著に よ りなが 

ら， 19 世紀末から 20 世紀初めの合衆国の「独占禁止 政 

策 」の成立に問題を 絞り込み，あ の時期，アメリカ 政 

治の中心問題を 形づくった「トラスト 問題」の意味を 

究明して来た・そして ，それが根本的には ， 1880 年代 

末から急速に 姿を現わして 来た巨大法人企業に 対する 

合衆国の社会，経済，政治および 法律の面での 新しい 

理解あ るいは位置づけの 問題と深くかかわっていたこ 

とを明らかにして 来た． 

第 1 にポピュリス ッ コブライアン 民主党的理解あ る 

いは位置づけがあ った・ しかしそれは ，合衆国が 19 

世紀末不況から 脱して新しい 景気回復の上昇気流に 乗 

り始めた 20 世紀初めの「革新主義政治」の 時代になる 

と， もはや次第に 顧みられなくなり 始めていた． そし 

て一般には， それは，合衆国の 現実の社会，経済，政 

治あ るいは法律の 動きを直視せず ，いたずらに 小生産 

たちの共和国の 維持のために   清 熱を抱き，時計の 針を 

逆戻りさせる「農村のト 一 リ 一党」 (rural tonies) あ 
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るいは「反動主義者」 (,eactionary) の考え方一 

町 h. ローズヴェルトコ ， または「逆戻りの 改革」 

(,et,o., 。 form) の思想 一 ( ウィル ソ Ⅱ，だと 見徴 さ 

れるに至っていた 75). ほとんどすべての 人々が，知 

識人も民出もふくめて ，巨大法人企業の 成立を合衆国 

の 経済発展の必然的結果であ り，合衆国の 経済力を世 

界に示す証しだと 理解するようになっていたからであ 

る・ 

したがって，ポピュリス ツニ ブライアン民主党的理 

解，あ るいは位置づけに 伐 って，第 2 の「革新主義政 

治 」の理解あ るいは位置づけが ，改めて問われるよう 

になっていたといってよい． 

「革新主義政治」のそれは ，「シャーマン 法」制定以 

後，連邦最高裁判所によって 与えられて来た 同法の 

「解釈」， とくに 1897 一 1911 年の「ハーラン 解釈」 ( 「 条 

理 」の有無を問わず ，「シャーマン 法」の字句通りの 

解釈を主張する「当然違法」の 原則 ) に対する，行政 

的，立法的対抗措置として 展開されて来たものであ っ 

た @ ・ 

ここでは，ウィルソン 政権 下に制定された「連邦取 

引委員会 法 」および「クレイトン 法」の歴史的意義を 

明らかにするために ， スクラ一の整理によりながら ， 

まず， Th. ローズヴェルト 政権 ， タフト政権 下になさ 

れたさまざまな「理解」あ るいは「位置づけ」を ， 見 

奴国風に提示することから 問題に接近してゆきたい． 

スクラーは， ウィルソン政権 成立 期 に分岐して存在 

していた巨大法人企業に 対する「理解」あ るいは「位 

置づけ」を，つぎのように 分類した 76). 
いずれもすでにポピュリスツ 的 Ⅰブライアン 民主党 

的 それを克服し「条理」の 有無によって 巨大法人企 

業の企業活動の 是非を問う立場に 立っていたから ， 問 

題は，「不条理」あ るいは「不公正」 な 企業活動をど 

のようにして 規制するかという 問題に絞られていたと 

いってよい． 

規制方法には 大きくみて 2 種類のものがあ った． 

第 1 は国家主義的規制方法 (statist kind of 

reguIation) であ った・ 

これは市場に 対する政府の 直接管理方式といってよ 

いものであ り，一般株式会社を ，鉄道会社と 同様， 公 

益 事業 (publicu Ⅲ 市 es) であ り，公的政策の 代理機 

関 (agents) だとして取扱い ，産業および 経済一般に 

対して，川除商業委員会が 運輸業に課したものと 類似 

の，いやそれ 以上に包括的な 管理体制を適用しようと 

いうものであ った 7 の． 

だが，こうした 考え方は， Th. ローズヴェルトおよ 

び若干のニュー・ナショナリス ツ によって主張されて 

いたもので，少数派であ った 78). 

第 2 は，非国家主義的規制方法 (nonstatistkindof 

regulation) であ った・ 

これは政府の 間接的な市場規制方式といってよいも 

のであ る．すなわち ，産業および 経済一般を公益事業 

とは異なったものとして 取扱い， 「条理」にかなった 

「企業合併」や「営業の 制限」は認めるが ，「不公正」 

な 企業活動に対しては 規制しその活動からは 市場を 

保護・救済し 現実的あ るいは潜在的な 企業間競争を 

原則的に維持・ 推進しょうとするものだといって よい 
79) 

20 世紀初めの合衆国では ， この種の規制方法に 賛成 

するものは多数派であ ったが， この間接的規制をどの 

ような方法で 行なうかについては ，議論は分岐してい 

たⅠ． 

だが大別してみるとき ，それは 2 つの考え方に 集約 

されえた． 1 つは，最高裁判所の「シャーマン 法」に 

対する新しい 解釈 ( 「条理の原則」 ) に従って，「不条 

理」なるか否かを 連邦司法部の 判断に委ねる ( そうい 

う意味での間接的規制 ) というタフト 的見解であ った 

80). いま 1 つは，連邦司法部のみに 判断を委ねず ， 

ただ一般調査権 ( 企業活動に関する 各種の報告を 求め 

る権 限 ) のみを備えた 独立規制委員会 (independent 
regulatory commission) の設置を認め ， これに対し 

て 準 司法権 (quasi.Judicialpower) を付与し「不条 

理」または「不公正」 な 企業活動が発見された 場合に 

は ，同委員会に 独自に審判・ 審決を行なれせるが ， こ 

れを不服とする 者には連邦控訴裁判所への 提訴の余地 

を残すというウィルソン 的間接的規制の 見解であ る 

8l) 

ここで独立規制委員会とは ，委員会が自ら 所管する 

法律の施行の 責任をもっており ，大統領の指揮権 から 

独立した行政機関のことであ る． こうしてみて 来ると， 

ウィルソン政権 の独占禁止政策は ，先立つ 2 つの政権 

の中間に位置していたと 理解できよう 82). r 非国家主 

義的 規制」に立つ 限りタフト寄りであ るが，「条理」， 

「不条理」の 判断を連邦最高裁判所だけに 委ねず，そ 

の前段階で「企業内容の 公開性」を原則に ，調査権 を 

保有した独立規制委員会的性格の 行政機関の審判・ 審 

決という手続を 踏むという点でタフトの 政策と異なっ 
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ていたし同時に ，「条理」， または「公正」の 判断を 

最高裁判所の 判断に委ねることなく ，いっさいを 行政 

的 ( したがって国家主義的に ) に処理しようとした ， 

Th. ローズヴェルトの 政策とも異なったという 意味に 

おいてであ る． 

ここで大切なことは ， この「中間的位置」を ， ウィ 

ルソンの政治思想の 特徴を関連づけて 論じる仕事であ 

る． 

ウィルソンの 政治思想の形成に 大きく影響を 与えた 

ものは，スクラ 一によれば，第 1 には・ か 0 フレダリ 

ック ・ジャクソン・ターナ 一の「辺境理論」であ り 

8s,, 第 2 には，当時の 合衆国でいわば 共通の観方で 

もあ った「歴史」，「社会」，「政治」に 対する「経済的 

解釈」であ った 84). 

ウィルソンはこの 2 つの考え方に 影響を受けて ， 19 

世紀末から 20 世紀初めの合衆国が ，ジェファソン 時代 

のように，単純で 同質で農村的性格をもった 国家では 

なくなっていることを 確認していたし 求められる国 

家の役割も， かつて「ジェファソニアン・デモクラ 

- ン一 」において要求されていた 役割とは異なって ，巨 

大法人企業の 支配する，利害対立の 交錯するネイシ ， 

ン ・ワイドの複雑な 社会のなかで、 「不条理」 な 企業 

活動を規制し 民衆に対して 公正な分配を 実現する 

「積極的国家」の 役割でなければならないと 理解して 

いた・経済関係の 変化が，「歴史」と「社会」と「政 

治」を変えてゆくものであ るとすれば，いま 要求され 

ている「政治」，そして「法律」のあ り方も， この変 

化した経済関係に 対応するものでなければならない． 

  ウィルソンの 政治思想、 はこのように 構想、 されてい 

た   

こうして， この期に臨んでウィルソンは・「ジェフ 

ァソニアン・デモクラシー」から 決別して，独自の 民 

主主義   「ウィルソニアン・デモクラシ - 」の構築 

に向けて大きく 前進してゆくことになった 85). 
ここで「ウィルソニアン ，デモクラシー」の 基礎を 

支えるものこそ ， もはや個々の 独立生産者単位の 経済 

活動ではないことは 改めて述べるまでもない．近代産 

業社会が生み 出し展開させた ，そして個々の 人間がそ 

のなかで労働し 収入を得，生活を 保持している 巨大 

法人企業の経済活動に 他ならない． 

この観点から ， Th. ローズヴェルトまたはタフトと 

異なって， ウィルソンの 独占禁止政策， したがって， 

また，巨大法人企業に 対する「理解」，「位置づけ」， 

そして「規制の 仕方」が生み 出されて来る． 

南北戦争，再建 期 以来，合衆国の 経済政策の根幹を 

形づくり， 19 世紀末 一 20 世紀初めの合衆国の 市場構造 

，経済構造を 形成するのに 大きくあ ずかって カ のあ っ 

た・かの保護貿易政策と 国法銀行制度の 改革を，先決 

課題として処理し 終えたウィルソンは ， 1914 年 1 月 20 

日連邦議会に 送った教書で ，過去数年間さまざまな 形 

で審議され，立法的試みを 繰返されて来た 独占禁止政 

策に，最後の 結着を与える 提案を行なった．それは 暗 

然は Th. ローズヴェルトの 国家主義者的規制政策を 

批判し拒否し 巨大法人企業の 企業活動を自律的で 

自由な活動に 委ねつつ，かつただその「不条理」かつ 

「不公正」 な 活動だけをチェック し 管理しようという 

内容の政策であ った 86). だからそれはけっして 独創 

的な政策ではなかった． これまで 繰 返された議論のな 

かから生み出され ，集成された 穏健な政策であ ったの 

であ る． 

こうした経緯を 経て， 1914 年 9 月 26 日「連邦取引委 

員会 法 」が制定され ，同年 10 月 15 日「クレイトン 法」 

が 制定されたのであ った． 

「連邦取引委員会 法 」制定の目的は ，いまや「条理 

の原則」の確立した 段階で，行政当局の 行なう「営業 

の制限」ないし「独占化の 企て」に対する 予防的規制 

  川除取引に携 る 巨大法人企業の 欺 楠 曲行為または 

慣行の禁止と ，消費者保護の 徹底をめざすものであ っ 

た・ この予防的規制を 行なう行政機関として 新たに設 

置された機関が ， 5 名の委員によって 構成された委員 

会を意思決定機関とする「連邦取引委員会」 (FTC) 

であ る・同委員会の 権 限は，具体的問題を 施行する上 

で規則を制定できる 単 立法権 (quasi-legislatiVe 

pow 。 ， ) と ， - 般株式会社の 企業活動に対する 調査権 

( 強制調査権 ) と ， この調査に基づいて 審査および審 

判をなし ぅる準 司法権 (qu 、 ， i-judi 。 ialpow 。 ， ) から 構 

成されていた・この 調査権 には，株式会社に 対して年 

次報告書および 特別報告書の 提出を求める 要求が含ま 

れていたし「不公正」 な 取引事実が発見された 時の 

公表権 限，司法長官への 報告権 限，議会への 年次報告 

書の提出および 特別報告書の 提出権 限が付帯していた   

また， 準 司法権 には，通告を 受けるか，自らの 発意で， 

「不公正」 な 事実を知った 時 ，同委員会が 直ちに中止 

または 差留 命令を出す権 限が伴われており ，同時に， 

連邦取引委員会の 審判・審決に 不服をもつ者の 連邦 控 

訴 裁判所への提訴権 が付随していた ""   
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「クレイトン 法」は，「価格差別」，「不当排他条件付 8) SkIar パ 6%,p. l21   

取引」，「株式または 資産の取得」を 規制する目的で 制 

定されたもので ，その立法趣旨は「シャーマン 法」違 

反となるような 行為の未然防止にあ った． 

この法律の制定によっていくつかの 会社の取締役の 

兼任と株式保有が 禁止されることとなり ，労働組合お 

よび農業団体は 、 「シャーマン 法」の適用対象からは 

ずされた 88). 

こうして 1914 年に制定された 2 つの法律によって ， 

あ れほど騒々しかった「トラスト 問題」は一つの 解決 

を見出した． これによって Th. ローズヴェルトの 期 

待して止まなかった 国家主義者的提案は 完全に拒否さ 

れた・そして 巨大法人企業自体が ，「不条理」，「不公 

正」 な 企業活動をしないかぎり ，合衆国民衆によって 

存立を認知されることになり ，その後の合衆国の 発展 

を 大きく規定してゆくことになったのであ る．それは， 

まさに，巨大法人企業によって 支配される資本主義的 

経済体制   法人資本主義の 成立を意味する 劃期的出 

来事であ ったといってよい． 
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T 九ピ D Ⅰ 石 u ピ z0  Ⅰ れメ はⅠⅠⅠ ヶ乙 J Md Ⅰ ぴ Ⅰ ず Ⅰ ノ : T ん g  ひ S. E Ⅰ ひ 

れ 0 笏ノ， Ⅰ 86%  Ⅰ 9 フ イ ， Westport,  Conn.  1975,  pp   

290 一 292,esp.Table  22(p.291)  を参照   

37)  Skla て ， 0 尹 ・Ⅰ わ   ， pp.242 一 243,255,259 一 268,283. 

38)  Skla Ⅰ， ビみ 七 %,p. 138. 

39)  Skla Ⅰ， ibid Ⅰ pp.179 一 184. 
40)@ Sklar ， ibid ・， p ・ 179. 

41)  SkIar, ず ら亡友， pp.334 一 364, を 参 円モ 毒   

42)  Sklar, ァゐ巨己 ， p.335   

43)@ Sklar ， ibid ， ， P ． 335   

44)@ Sklar ， ibid ・ ， p ， 338   

45)@ Sklar ， ibid ・ ， p ・ 338   

46)  U.S. Induslrial  Commjssion,  I: pn 托 fi Ⅲ 肋 a くノ R 今 

戸 nrto れ Trusfs 召れメ Ⅰ れメぴコ が七ク ICOo 笏み 石刀 0 月 n れ s. H.R. 

Doc.  N0.  476,  pl.  1,  56th  Cone.,  lst  Sess.,  1 

March  lg00 ， Washington, D.C., G.P.O., 1900 ， pp. 

5 一 7, 36 一 37. および U.S. Industrial Commission, 

XlX: Ff 戸口 Z R くク n れ m/  Ⅰ ん e  Ⅰ れみぴ strti は I COo れ卸ぬ ston, 

Washington, D.C., G.P.O., 1902. pp. 64 弁巧 51, を 

参照   

また株式会社局の 設置過程については ， 

Arthur@ M ． Johnson ， "Theodore@ Roosevot@ and 

the@ Bureau@ of@ Corporation ， "@ Mississippi@ Valley 

HiSfo 布 car  Re 切 ， w,  45/4,  March  l959,  pp, 

571 巧 90 ，を参照． 

47)  Sklar,o 力 ・ c ず f.,p. 186   
48)  Sklar, i ゐゴオ ， p. 186   

49)  Sklar, め仮 ， pp. 18 Ⅰ 188. ガーフィー ル および ス 

ミスは「ハーラー 解釈」に対して 公然と攻撃をし 
かけた．例えば 株式会社 局 第 1 回年次報告書およ 
び 第 2  回年次報告書 (U.S. Burean  of Corpora- 
tions,  An れは 甜 R 申 orz  o/  Co ゆ o 撰 zio 榔 ， Depart- 

ment  of  Commerce,  Washington,  D.C.,  G.P.O., 
pp. 3 Ⅰ 39,40 円 l;ibid., 1905,p.8)  を蓼沼・ 

50)  Sklar,op. cifrpp. 187 円 88. 
5l)  Sklar パ &E,pp. 18 ナ 192, Ⅰ 93 一 194. 

52) 全国市民連合 (NationalCiVicFederation) とは・ 
Th. ローズヴェルト 政権 と緊密な連携をとりなが 

ら， 20 世紀初頭の合衆国で ，政治と法との 衝突を 

解決しようとした 超党派的団体であ る．詳しくは ， 
James Weinstein, T ん e COor 戸 。 r3% Ⅰ は 。 巴 Ⅰ 肪 Ⅰ 尼 

Libe 撰 IStafe, 790 行 JgJ8, Boston 1968; Mareu- 

rite@ Green ， the@National@ Civic@ Federation@and@the 

Amer*   an@ Labor@ Movement ， 1900-1925 ， 

Washington ， D ， C ・ (Catholic@ University@of@Arner ， 

ican@ Press)@ ， 1956;@ Godon@ M ， Jensen ， "The 
National@ Civic@ Federation:@ American@ Business@ in 

an@ Age@ of@ Soci   l@ Change@ and@ Soci   l@ Reform ， 

190 ト 1910"  (Ph.  D.  diss.,  Princeton  University, 
1956)  を参照． 
同連合の初代会長は ， M.A. ハンナ (M", 。 us 

A. Hanna)  上院議員 (1900 一 1904 年 ),  第 2  代会 

長は，投資銀行家で 指導的な民主党員の A. ベル 

モント (August  Be ㎞ ont, 1904 一 1907 年 ),  第 3 



92  (354) 横浜経営研究 第 Xm 巻 第 4 号 (1993) 

4 元会長は前コロンビア 大学総長， 前 ニューヨーク 

市長の S. ロウ (Seth  Low: 在任期間 1908 一 1914 
年 ) であ った． 

NCF には，前大統領グローバー・クリーヴラ 

ンドをはじめとしてアンドゥルー・カーネギⅠ 
AFL 会長のサミュ エ ル・コンパース ，農業団体 

の N.J. バチェル グロ U.S. スティー ル およびイ 

ンターナショナル・ハーヴェスタ 一会長のへン 
リー・フィリップなど ，多くの 鐸 々 たる人々が 名 

前を列ねた・ SkIar, ゆイた ， pp.20 ナ 206,n)  35  を 
参照． 

53) Sklar,ibid.,pp.20 ト 203. 
Th. ローズヴェルトの "federalincorporation" 

政策に対しては ，スミスは，以下の 理由で早くか 

ら反対し続けた・ 第 1 は，それが違憲措置であ る 

こと，第 2 は，その業務が 非効率的であ ること， 

第 3 は，その結果として 法外なくらいの 行政権 の 

集中・強化が 起ること，以上であ る・ Sklar, 
ibid,,pp. 196 円 97. 

54) Sklar,ibid,,pp,203 円 85. 
ここで，スクラーは ，「シャーマン 法」の改正 

の動きが始まった 1907 年から「 ヘ ヴァン法案」が 

最終的に廃案になるまでの 動きを，株式会社 肩 と 

NCF の活動と関係づけて 詳細に論じている． 

「 ヘ ヴァン法案」に 対するスクラ 一の分析は， 
同法案に対するこれまでの 通説， William  Let- 

㎞ n, Law  a れみ及 onom わ月 。 んり劫 Am げず ㏄， T ル 

Evolution  o Ⅰ 妨 e  She り勺   n  Antitrust  A れ :  New 

York  l965,  pp.  24 ナ 249;  Gabriel  Kolco,  刀 ね ， 

T 「初れ ph  o ダ Co n,servatism, れ New  York  l963, pp. 

134 一 138; Robe 「 t  H. Wiebe, Business ぬ乙れ d れ d  R 珪 

加乃れ， A  S 劫みノ 住戸Ⅰ んピ Pn 戸目ど ressi ヮ e WooW 卸ク t, 
Cambridge, Mass. 1962, pp. 80 一 8 曲 djtto, "Busi- 

ness  Disunjty  and  t ね e  Progressjve  Movement, 

1901 一 1914," Mii ㏄ 吐 ㏄ ゆゆ ずⅤ 拓 lle ノ Hi ぬ toric ⅠⅠ 穴珪 

vte 磁 i,  44/4,  March  l958,  pp.  664 一 685;  A.M. 

Johnson,  "Antitrust  Policy  in  Transition,  1908: 
Ideal and  ReaIty,"  MississiPp Ⅰ Voolle ノ Hiistori ㏄ J 

RevieW,,48/8, Dec. 1961,pp.415 一 434;NaomiR. 

Lamoreanx,  T ね e (r 托 at Merre 「 MOove れ ent tn 

A 笏 eriCaan  Busine 椰 ;, フ 895 一 フ 9%l Cambridge  U.P. 

1985, pp. 170 一 173, に大士する批判であ る． 

「通説」が同法案を ，「シャーマン 法」を弱体 

化しようとしたものと 解釈し同法案をめぐる 利 

害衝突を，本質的に 巨大企業と中小企業の 利害と 
見解の相違に 由来するものと 理解していることに 
対する批判であ る・詳しくは ， Skla,, ibid, p. 
244,n) 89, を参照． 

55) Th. ローズヴェルトは ， 1907 年 m2 月 3 日， 1908 年 
1 月 31 日， 3 月 25 日の前後 3 回，連邦議会に 送っ 

た「教書」で ，「 ヘ ヴァン法案」で 提案された改 
正内容と酷似した 方向性を示す「シャーマン 法」 

の改正に言及しながら ，ただの一度も「 ヘ ヴァン 

法案」そのものの 支持を臭わすことがなかった   

読者は， とくに 3 月 25 日が，「 ヘ ヴァン法案」 

提出後であ ったことを想起すべきであ る． 

その理由として ，スクラーは ，次の 3 点を挙げ 

ている・第 1 は，諸般の事情から ， Th. ローズヴ 

ェルトは任期中に「改正法案」が 成立するとは 考 
えてはいなかったこと ，第 2 は，にもかかわらず ， 

この「改正法案」を 提出して，国内世論を 喚起し 

自らの取組んで 来た「トラスト 問題」を後続政権 
下でも継続審議の 案件として残しておきたかった 
こと，そして ，第 3 に，その際，自分および 共和 
党が，この法案の 提出および廃案で 政治的に傷つ 
かないようにしておきたかったこと ，以上であ る． 

Sklar, ibid,,pp.23 ト 231,23 ㌻ 240 ，を参照． 
56)  NCF  を中心として 進められた「シャーマン 法」 

改正の動きについては ， Skla,,  め id,,  pp. 
20 ㌻ 228, を参照， 

1907 年 10 同 22 一 25 日，シカゴで 開催された「企 

業結合とトラストに 関する全国大会」では ， 折か 
61907 年月 23 日のニッカ・ボッカ 信託会社の支払 

停止のなかでも 審議が継続され ，「ハーラン 解釈」 

に対する批判が 集中し「条理」にかなった「営 
業の制限」を 認め，この線で「シャーマン 法」の 

改正を連邦議会に 要求する決議が 採択された． 

Sklar, ibid.,p.211. 
また， 1908 年 1 月 15 日，ニューヨーク 市で開催 

された拡大戦略会議でも ，同連合の指導者たちは ， 

五場一致で， 現 会期中に「シャーマン 法」の改正 
を提案することに 同意した・ ん id..,p.218. 

さらに， この希望を実現するため NCF は， 新 
会長 S. ロウ，副会長， S. ゴンパースおよび N.J. 

バッカルダー (N.J.Bachelder: 前 ニューヨーク 州 

知事で NationaIGrange 会長 ) の 3 人から構成さ 

れた 3 人委員会の Th. ローズヴェルトとの 協議 
の場が設けられた・「 ヘ ヴァン法案」が NCF の 

発意で提出されたという 条件は，こうしたなかで 
熟成していった・ 劫近 ， pp.218 づ 22. 

これが， 1907 年 12 月 3  日， 1908 年 1  月 31 日の 

「教書」提出の 舞台裏 であ る， 
57)  Sklar, ibid.,pp.228 づ 53. 
58)  Sklar, ibid.,pp.229 づ 30. 
59)@ Sklar ， ibid ， ， pp ， 231-233   

60 Ⅰ 第 Ⅰの「登録請求権 」を強化すべきだとする 修正 

案は， 第 1, 登録企業に要求された 企業情報の内 
容を， もう少し包括的にすること ，第 2, 登録に 

付随して「条理」かつ「公正」 な 「営業の制限」 

を行な う 企業と認定された 企業を，「シャーマン 

法」の適用 外 とするというもので ， Th. ローズ ヴ 

エルトの意思に 近いものであ った・これに 対して， 

第 2 の「ステットソン ニ モラヴェッ ツ案 」は「シ 

ャーマン法」の コ モン・ロ ー 原則による解釈を 絶 

ヌ 寸 イヒ することと，連邦政府の 規制権 限を一層弱め 
ようとするものであ る・これは，大統領の 考えた 

「市場規制」を 最小限度にまで 抑え，有罪 か 否か 

は ，最高裁判所の 最終審理に委ねようとする 

  Ⅰ -%   
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NCF の考え方を反映したものであ った． 
61)@ Sklar ， ibid ・ ， pp ・ 235-238   

62) Sklar, ibid,,pp.23 ㌻ 246. 
ここで注意すべきは ，同法案の労働組合および 

農業団体， その他の非営利団体に 対する取扱いで 
あ る．第 1 は， Loewev. LaMor 事件で問題にな 
った 賠償請求訴訟に 基づく 「シャーマン 法」第 7 

条の損害賠償額を 3 倍から 1 倍に軽減したことで 

あ る．第 2 は労働組合，農業団体その 他の非営利 
団体に対しては ，株式会社 居 に対して登録 ( 定款， 
付則，主たる 事務所の所在地と 役員の氏名と 住所 
のみに留めたそれ ) を要求したが ， 団体結成のた 

めの契約書または 結成団体の組織図などの 提出は 
免除されたことであ る． 第 3 は，従業員 ( 組合 
員 ) のストライキ 権 ，団結権 ，団体交渉権 を保護 
したこと，ただし ， ボイコット権 は保護しなかっ 

たことであ る．第 4 は， 雇 主に対しては ，黄犬契 

約 ( 組合員以覚のものを 採用する笑納 と オープ 
ン ・ショップ制の 採用やロック・アウト 権 を容認 

したこと，ただし ブラック・リストの 作成は認、 
可していないことであ る． これらの諸団体が 巨大 

法人企業と別格に 扱われたことに 注目されたい． 

Sklar, ibid,, pp. 24 ㌻ づ 43. 

63)  Sklar, ibid,,pp.240,24 仁 248,250,25 ㌻ 285, を 参 

照 ． このなかで，スクラーは「 ヘ ヴァン法案」に 

対する社会各層の 批判の微妙な 相違を決り出して 
いる． とくに労働組合に 対する「 ヘ ヴァン法案」 

の取扱いに対する 中小産業企業者団体たる 全国製 
造業者協会， (National Asso 。 iation of Manufac- 
lu,e,s (NA Ⅵ ) の批判は， 注目に値する・ 

Sklar, ibid.,pp.25 仁 2f64, を参照・この 意見の対 
立が，結局は「シャーマン 法」の改正という 点で 

それまで統一されていた 社会各層の利害関係を ， 

四分五裂に分断することになったと ， スクラーは 
述べている． 

64)@ Sklar ， ibid ， pp ・ 284-285   

65)@ Sklar ， ibid ・ ,@pp ， 364-366   

66)@ Sklar ， ibid ・ ， pp ， 365-366 ， 368-369   

67)@ Sklar ， ibid ・ ， pp ， 285-297   

68)@ Sklar ， ibid ・ ， pp ・ 370-375   

69)@ Sklar ， ibid ・ ， pp ・ 304 ， 371-377   

タフトは最高裁判所の「条理の 原則」の確立を ， 

司法上歓迎すべきことと 評価し Th. ローズヴェ 

ルトの推進しようとしている 国家管理経済 
(state-controlled economy) に 伐 る政策だとして ， 

Th. ローズヴェルトとの 対立を強めた． 

タフト政権 下 4 年間の「シャーマン 法」関係の 
提訴は， Th. ローズヴェルト 政権 下 7 年間のそれ 

を 2 倍以上上回り ， 89 事例となった．そのうち 約 

2/3 の 63 事例は，「条理の 原則」確立後に 属する 
ものであ る．主な企業は ，① U.S. スティール 社 ， 
② ナシ ，ナル・キャッシュ・レジスタ 一社，③ 
UnitedShoeMachineryCompany, ④ 川 uminum 
Company of America, @ Keystone Watch 

Company ， (7) International Harvester 
Corporation ， (8)@ Burroughs@ Adding@ Machine 
Company ， @American@Products@Company@@i@ 
ttt@ ，， 

70)@ Sklar ， ibid ・ ， p ・ 375   

71)@ Sklar ， ibid ・ ， pp ・ 287-288   

上院川除取引小委員会は ， ミネソタ州選出の 

モーゼス， E . クラップ (Moses E. Oapp, 共 

和党 ) を委員長とするもので ，他にロバート・ 
M . ラフォレット (R.M. LaFollette, ウィスコン 

- ンン がⅡ ), アルバート・ E . カミンズ ( 川 berlE. 
Cum ㎞ ns, アイオワ州， 共 オコ 党 ), F.G. ニュー ラ 

ンズ (Francis G. Ne ㎡ ands, ネヴァダ 州 ，民主 

党 ) 等が含まれていた． 
う ちニューランズは ， 1912 年選挙後クラップに 

代り委員長になり ， 1914 年の「連邦取引委員会 

法 」の制定に帰結する 上院の活動をとりしきった   
72) 詳しくは， Sklar, ibid.,pp.28 ㌻ 291. を参照・ 

73)@ Sklar ， ibid ， ， pp ・ 304-305   

タフト政権 の商労務長官チャールズ・ ナ一 ゲル 

(CharlesNaeel) は， この線に沿っての 立法化を， 
株式会社同コミッショナⅠ H.K. スミスに指示 

している． スミスは，上院川除商業委員会の ニ 

ユー ランズ と 協議して， 「川除取引委員会法案」 

の起草に尽力した・ 花ぬ， pp. 30 ナ 321. 同法案は， 
はじめ 1911 年 7 月 5.2941 として上院に 提出された 

後， 8 月の公聴会での 意見聴取やスミスとの 意見 
交換のなかで ，漸次修正され ，最終的は，「登録 
制」と「認可制」を 除いて，企業からの 情報 mx 集 
を主たる任務とした「川除取引委員会法案」に 変 
化していた． 

74)  Sklar, ibid, pp. 322 円 23   
75)  Sklar, ibid,p.401. 
76)  Sklar, ibid,pp.324 円 25   
77)  Sklar, ibid,p.324. 
78) Sklar, ibid,,pp.324 円 25. 
79) Sklar, ibid,,p.324 

巨大法人企業に 反対する小生産者は ，政党の打 
ち出す諸政策に 対しては， はっきり意見を 述べ， 
その限りで影響力をもっていたが ， ただ回りくど 

く批判や修正を 繰り返すことは 出来ても，代替 案 
を 積極的に提出来るものではなかった． したがっ 

て， この時期，かれらの 果したインパクトは ，ス 

クラ一によれば ，各派の提示する 法人資本主義に 
対する合法的調整方法がどんなものでもよく ， た 

だ支配的になりつつあ る巨大法人企業体制の 内部 
で，小企業の 利益が保証され ，それらと共存出来 
る幅広い範囲を 保証してくれるものであ ればよか 
ったのであ った． 乃 id. 

80)  Sklar, ibid.,p.325. 
81)  Sklar, ibid,,p.325. 
82)  Sklar, ibid.,pp.36 ㌻ 364,41 ㌻ 430. 
83)  ウィルソンの「辺境理論」からの 影響については ， 

Sklar, ibid,,pp.384 一 392, を 参昭 ・ 
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84)  ウィルソンの「歴史」，「社会」，「政治」に 関する 
「経済的解釈」 については， Sklar, ibid,,  pp   

392 円 01, を参照． 
85)  Sklar, ゴみ ゲ %,pp.401 一 412   

86)@ Sklar ， ibid ， ， pp ， 325-326   

87)  Sklar, ゴみ f ん ， pp.328 一 329   

「連邦取引委員会」は ，大統領の指揮権 から独 
立した「独立規制委員会」であ る．歴史的には 旧 
来の株式会社 局を商 労務省から分離し 暫定的な 

移行過程を経て 発展させたものであ った，初代委 
員長は， JosephE. Davjes. これは， 5 名の委員 

によって構成された 委員会を意思決定機関とし 
その下に事務局が 存するというものであ る．同委 
員会の目的は ，第 1 に独占行為または 競争制限行 
為が完熟していない 萌芽段階での 予防的規制，第 
2 に 欺楠的 行為または慣行の 禁止，第 3 に消費者 
保護であ る・ 詳細は松下， 前掲 書 ， pp. 19 づ 0 ， 

を 参照． 

88)@ Sklar ， op ・ cit ， pp ， 331-332   
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